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第１章 計画の基本的事項 

１ 策定趣旨 

 

大田区役所エコオフィス推進プラン（以下｢エコオフィス推進プラン｣という。）は、地球

温暖化対策の推進に関する法律（以下「温対法※１」という。）において、地方公共団体に策

定を義務付けている「地方公共団体実行計画（事務事業編）※２」です。また、大田区役所の

自主的な環境保全に関する取組みを推進するための環境マネジメントシステム（EMS）※３の

役割を担っています。 

エコオフィス推進プランは、平成 11 年（1999 年）３月に第１次計画を策定して以来、５

年毎に内容を見直し、その取組みを着実に推進してきました。しかし、平成 27年（2015年）

３月に第４次計画を策定して以降、地球温暖化対策をはじめとする環境施策を取り巻く社会

情勢は大きく変化し、更なる取組みが必要となっています。そのため、平成 28年（2016年）

11 月に発効した地球温暖化対策の国際的な枠組み「パリ協定」の目標達成に寄与すること、

また国及び大田区環境アクションプラン※４が掲げる温室効果ガス排出量削減目標と遜色の

ない目標とするため、目標値の改定を行うこととしました。 

 第１次計画 計画期間:平成 12年度（2000年度）～平成 16年度（2004年度） 

 第２次計画 計画期間:平成 17年度（2005年度）～平成 21年度（2009年度） 

 第３次計画 計画期間:平成 22年度（2010年度）～平成 26年度（2014年度） 

 第４次計画 計画期間:平成 27年度（2015年度）～平成 30年度（2018年度） 

 第５次計画 計画期間:平成 31年度（2019年度）～令和５年度（2023年度） 

平成 31年（2019年）４月策定  令和４年（2022年）８月改定 

 

※１ 温対法：国、地方公共団体、事業者、国民が一体となって地球温暖化対策に取り組むための枠組みを

定めた法律で、平成 10 年（1998 年）に制定された。地球温暖化防止を目的とし、国・地方公共団体・

事業者・国民の責務、役割を明らかにしたもの。 

※２ 地方公共団体実行計画（事務事業編）：「温対法」第 21条第 1項に基づき、都道府県及び市町村（特

別区を含む。）並びに地方公共団体の組合（一部事務組合、広域連合）に策定と公表が義務付けられ

ている計画。 

※３ 環境マネジメントシステム（EMS）：組織や事業者が、その運営や経営の中で自主的に環境保全に関す

る取組みを進めるにあたり、環境に関する方針や目標を自ら設定し、これらの達成に向けて取り組んで

いく体制・手続き等の仕組み。 

※４ 大田区環境アクションプラン：大田区環境基本条例に基づく、区の環境の保全に関する施策の総合的

かつ計画的な推進を図るための計画。 
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２ 社会背景 

(１) 世界の動向 

平成 27 年（2015 年）12 月にフランス・パリで開催された気候変動枠組条約第 21 回締約

国会議（COP※１21）では、全ての国が参加する公平で実効的な 2020年以降の法的枠組として

「パリ協定※２」が採択されました。パリ協定は、世界共通の長期目標「産業革命前からの世

界の平均気温上昇を２℃未満に保つ（1.5℃に抑える努力をする）」を掲げ、主要排出国を含

む全ての国が、今世紀後半には人間活動による温室効果ガス排出量を実質的にゼロにするた

め、排出量削減目標を作り提出すること、また、その達成のための国内対策を講じることを

義務付けています。 

平成 30年（2018年）10月には「気候変動に関する政府間パネル（IPCC※３）」が『1.5℃特

別報告書※４』を公表し、「世界の平均気温は産業革命前からすでに１℃上昇しており、現状

のままでは 2100年に３℃上昇すると予測され、2030年から 2052年には 1.5℃上昇に達する

可能性がある」と指摘しています。また、「世界平均気温上昇をパリ協定の掲げる２℃では

なく 1.5℃に抑えることができれば、気候変動の影響による災害リスクは軽減できる」と更

なる対策強化を促しました。 

こうしたなか、令和３年 10～11 月にイギリス・グラスゴーで開催された国連気候変動枠

組条約第 26回締約国会議（COP26）では、パリ協定を運用するための実施指針であるパリル

ールブックが完成しました。 

 

※１ COP：気候変動枠組条約締約国会議の略称であり、地球温暖化対策に世界全体で取り組んでいくため

の国際的な会議。年１回会合が開かれ、地球温暖化防止に向けた温室効果ガスの排出量削減目標

や枠組みについて議論される。 

※２ パリ協定：先進国・開発途上国の区別なく公平かつ実効的な気候変動対策の行動を義務付けた、

2020年以降の気候変動問題に関する国際的な枠組み。 

※３ IPCC：WMO（世界気象機関）と UNEP（国連環境計画）によって 1988年に国連の下部組織として設立さ

れた気候変動に関する政府間パネルの略称。世界中から科学者が集まり、自然及び社会科学的側面

から地球温暖化に関する最新の知見をまとめている。 

※４ 1.5℃特別報告書：産業革命前からの世界の平均気温上昇を 1.5℃に抑えた場合の状況や社会への

影響を整理した報告書。 
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地球温暖化によるここ数十年の気候変動は、人間の生活や自然の生態系にさまざまな影響

を与えています。例えば、氷河の融解や海面水位の変化、洪水や干ばつなどの影響、陸上や海

洋の生態系への影響、食料生産や健康など人間への影響が観測され始めています。 

【気温の上昇】 

世界の年平均気温は、産業革命以降の温室効果ガス排出量の増加に伴い、長期的に見る

と 100年あたり約 0.73℃上昇しています。 

また、日本の年平均気温は上昇傾向にあり、長期的には 100 年あたり約 1.21℃の割合で上

昇しており、世界の年平均気温と比べて高い上昇率となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

持続可能な開発目標（SDGs）とは、平成 13

年（2001 年）に策定されたミレニアム開発目

標（MDGs）の後継として、平成 27年（2015年）

９月の国連サミットで採択された「持続可能な

開発のための 2030 アジェンダ」にて記載され

た 2016 年から 2030 年までの国際社会共通

の目標です。SDGsでは、2030年に向けて、貧

困の撲滅、持続可能なまちづくり、気候変動対

策、生態系保全など 17の目標とそれらに付随

する 169のターゲットが掲げられました。 

日本においては、平成 28 年（2016 年）５月に SDGs の実施に向けて、持続可能な開発目標

（SDGs）推進本部を設置、平成 28年（2016年）12月に SDGs実施指針が決定され、経済、社会、

環境をめぐる広範な課題に統合的に取り組むべく、SDGs のゴールとターゲットについて、日本の文

脈に即して再構成された８つの優先課題と 140の施策が盛り込まれました。 

コラム 地球温暖化の現状 

 

 

コラム 持続可能な開発目標（SDGs） 
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(２) 国の動向 

日本では、パリ協定がすべての国に義務付けた温室効果ガス排出量削減目標の提出及び目

標達成のための国内対策を推進するため、平成 28年に閣議決定した「地球温暖化対策計画※

１」を令和３年 10月に改定しました。 

政府は、同年同月に、「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の削減等のた

め実行すべき措置について定める計画」（政府実行計画※２）を策定し、自らの率先行動とし

て、庁舎等の施設のエネルギー使用・公用車の使用等に伴う温室効果ガスの 2030 年度にお

ける排出量を政府全体で 50％削減する目標を掲げ、その取組みを推進することとしています。 

また、平成 30 年（2018 年）12 月に「気候変動適応法※３」が施行されました。国、地方公

共団体、事業者、国民が連携・協力して、気候変動への適応に取り組むための枠組みが整備さ

れたことにより、今後は緩和と適応の両面から地球温暖化対策を推進していくことになります。 

国の削減目標(当初) 
温室効果ガスの排出量を 

2030年度までに 2013年度比で 26％削減する。 

令和３年 10 月改定後 
温室効果ガスの排出量を 

2030年度までに 2013年度比で 46％削減する。 

(３) 区の地球温暖化対策への取組み 

大田区基本構想における基本目標３「地域力と行政の連携がつくる人と地球に優しいまち」

の実現に向けて、持続可能なまちをつくるためには、区民等、事業者及び区がそれぞれの役

割に応じた取組みを総合的かつ計画的に推進し、脱炭素社会※４を構築することが重要です。 

大田区基本計画及び大田区環境アクションプランでは、脱炭素社会の実現に向け、区内の

温室効果ガス排出量の削減目標を定め、地域の様々な主体との連携・協働による省エネルギ

ー、省資源等の取組みを推進しています。なお、大田区環境アクションプランは、温対法に

基づく地方公共団体実行計画(区域施策編) ※５に位置付けています。  

大田区の 

削減目標(当初) 

温室効果ガスの排出量を 

2030年度までに 2013年度比で 26％削減する。 

令和４年３月 

大田区環境アクショ

ンプラン策定後 

温室効果ガスの排出量を 

2030年度までに 2013年度比で 46％削減する。 

※１ 地球温暖化対策計画：地球温暖化対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、政府が「温対法」に
基づいて策定した、地球温暖化に関する総合計画。 

※２ 政府実行計画：政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の抑制等のため実行すべき措置
について定めた計画。 

※３ 気候変動適応法：国、地方公共団体、事業者、国民が連携・協力して適応策を推進するための枠組
みを定めた法律。 

※４ 脱炭素社会：地球温暖化の防止を目的とした、人為的な活動による温室効果ガスの排出量と、吸収作
用の保全及び強化により吸収される温室効果ガスの吸収量との間の均衡が保たれた社会。 

※５ 地方公共団体実行計画（区域施策編）：地球温暖化対策計画に即して、その区域の自然的社会的条
件に応じて、温室効果ガスの排出抑制等を推進するための総合的な計画。「温対法」第21条第3項に
おいて、都道府県、指定都市、中核市及び施行時特例市は策定が義務付けられている。 
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３ 計画の位置付け 

 

エコオフィス推進プランは、｢大田

区環境アクションプラン｣に位置付け

られた区の率先行動を具現化するた

めの計画です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画の位置付け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標３ 

 

 

 

地域力と行政の連携がつくる人と地球に優しいまち 

 
個別目標３－２ 

私たち区民が、良好な環境と経済活動が両立する持続可能なまちをつくる担い手です 

 

大田区基本計画 

大田区環境アクションプラン 

大田区役所エコオフィス推進プラン 
地球温暖化対策推進法に基づく法定計画 

★区役所の率先行動計画 

基本目標 B 気候変動緩和策の推進 

地球温暖化対策関連の取組み等 

大田区地球温暖化対策実行計画（区域施策編）を包含 

大田区役所エコオフィス推進プランに関する取組み 

B-3 区役所による率先行動 

（１）大田区役所エコオフィス推進プランの推進 

 「大田区役所エコオフィス推進プラン」を着実に推進し、区の業

務から排出される二酸化炭素（CO2）を削減します。 

★庁内の温室効果ガスの削減 

★省資源の推進（上水道、コピー用紙、廃棄物） 

「地域力・環境・区政体制」領域の地球温暖化対策に関連する目標 

将来像 

大田区基本構想 

地域力が区民の暮らしを支え、未来へ躍動する国際都市 おおた 
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４ 策定（見直し）の視点 

視点１ 環境マインドの向上 

エコオフィス推進プランを着実に推進していくためには、職員一人ひとりの環境配慮

行動の実践が不可欠です。そのため、第５次計画では「職員の目指すべき姿」を明示し、

職員の環境保全に関する姿勢や使命感、いわゆる環境マインドの向上を図ります。 

 

視点２ エネルギーの効率的な使用 

省エネルギー対策を推進していくためには、施設利用者や職員の健康や施設状況等に

配慮し、「安全性・快適性」を担保しながら、取組みを進めていくことが重要です。そ

のため、第５次計画では、施設の規模や用途に応じた設備等の効率的な利用を推進する

ことで、区役所全体のエネルギー使用量の削減を目指します。 

 

視点３ 部・課・施設単位の主体的な取組み 

取組み状況をしっかりと把握し、各施設の実情にあった取組みを推進するためには、

部・課・施設毎の進捗管理が必要です。第５次計画では、新たに「多層的 PDCA サイク

ル」を導入することで、各部局の自主性を促しながら、省エネルギー、省資源等の取組

みを着実に推進していきます。 

 

５ 計画期間 

 計画期間：平成 31年度（2019年度）～令和５年度（2023年度）（５年間） 

 基準年度：平成 25年度（2013年度） 

 

６ 対象範囲 

 対象範囲：区が実施する事務・事業全般 

二酸化炭素排出量、エネルギー消費原単位等を算定する庁舎等については、区の所有、管

理する施設とします。指定管理者施設、委託施設等についても数値目標の対象としますが、

民立民営施設は本プランの対象外とします。また、 住宅、介護入所施設等入居者のために

エネルギーを使用している施設についても対象外とします。 
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第２章 温室効果ガス等削減目標 

１ 温室効果ガス削減目標 

 

第５次計画の温室効果ガス削減目標は、国が目標年度とする令和 12年度（2030年度）及び

令和 32年度（2050年度）における中長期目標と、中長期目標を展望しつつ、第５次計画の最

終年度である令和５年度（2023年度）において達成すべき中間目標を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５次計画 削減目標 （2023 年度目標） 

基準年度［平成 25年度（2013年度）］排出量 ：35,220 t-CO2 

基準年度［平成 25年度（2013年度）］比  ：30.0％削減（▲10,566 t-CO2） 

令和５年度（2023年度）温室効果ガス排出量 ：24,654 t-CO2 

中長期目標 

（2030 年度目標） 

基準年度［平成 25年度（2013年度）］比  ：51％削減（▲17,962 t-CO2） 

令和 12年度（2030年度）温室効果ガス排出量 ：17,258 t-CO2 

 

（2050 年度目標） 

令和 32年度（2050年度）温室効果ガス排出量 ：実質 0 t-CO2 
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 対象ガス：二酸化炭素（CO２） 

国の地球温暖化対策計画では、二酸化炭素（CO２）、メタン（CH４）、一酸化二窒素（N２O）、

ハイドロフルオロカーボン類（HFCs）、パーフルオロカーボン類（PFCs）、六ふっ化硫黄（SF６）、

三ふっ化窒素（NF３）の７種類の温室効果ガスを対象としていますが、第５次計画において

は、区内の温室効果ガス排出量の約 94％を占めており、区の事務事業においても排出量の

最も多い二酸化炭素（CO２）のみを対象とします。 

温室効果ガスの種類と排出源 

ガス種 排出源 区内の排出構成比 

CO2（二酸化炭素） 化石燃料の燃焼、電力の使用等 94.45％ 

CH4（メタン） 
化石燃料の使用、自動車の走行等 

0.09% 

N2O（一酸化二窒素） 0.41% 

HFCs（ﾊｲﾄﾞﾛﾌﾙｵﾛｶｰﾎﾞﾝ類） カーエアコンからの漏洩 4.96% 

PFCs（ﾊﾟｰﾌﾙｵﾛｶｰﾎﾞﾝ類） 半導体の洗浄・エッチング等 0.03% 

SF6（六ふっ化硫黄） 変圧器等からの漏洩（トランスの絶縁ガス等） 0.03% 

NF3（三ふっ化窒素） 半導体の洗浄・エッチング等 0.03% 

 

２ 省エネルギーに関する目標 

 

電気、都市ガス、地域冷暖房※１熱量及び燃料の使用量を削減することは、そのまま温室効

果ガスの排出抑制につながる重要な取組みであることから、職員等の省エネルギーの取組み

を直接反映させる指標として、エネルギー消費原単位※２に関する削減目標を設定します。 

なお、エネルギー消費原単位及び省資源に関する目標については、温室効果ガス削減目標

のように実質０とすることはできないため、目標値の改定はしないこととします。 

 

 

 

 

 

項目 単位 

平成 25年度 

（2013年度） 

（基準年度） 

令和５年度 

（2023年度） 

（目標年度） 

削減量 

エネルギー消費原単位 kL/m2 0.0174 0.0152 ▲0.0022 

（原油換算量） kL 18,127   

（延床面積） m2 1,042,339   

※１ 地域冷暖房：一定地域内の建物群に熱供給設備（地域冷暖房熱源の供給拠点）から、冷

水・温水・蒸気などの熱媒を地域導管を通して供給し、冷房・暖房・給湯を行うシステム。 

※２ エネルギー消費原単位：区役所全体のエネルギー使用量（原油換算量）を分子とし、エネル

ギーの使用と密接な関係をもつ値を分母とした単位。 

エネルギー消費原単位目標（2023 年度目標） 

基準年度［平成 25年度（2013年度）］比 12.9％低減 
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目標達成に必要なエネルギー削減量（目安） 

エネルギー 単位 

平成 25年度 

（2013年度） 

（基準年度） 

令和 5年度 

（2023年度） 

（目標年度） 

削減量 

（目安） 

電気 kWh 50,742,190 44,196,447 ▲6,545,742 

都市ガス m3 3,607,472 3,142,108 ▲465,364 

LPG m3 20,215 17,607 ▲2,608 

A重油 L 322,352 280,769 ▲41,583 

軽油 L 102,960 89,678 ▲13,282 

灯油 L 22,046 19,202 ▲2,844 

ガソリン L 41,689 36,311 ▲5,378 

熱 MJ 12,799,335 11,148,221 ▲1,651,114 

 

 

３ 省資源に関する目標 

 

間接的な温室効果ガス排出量の削減への寄与及び職員等の環境配慮行動を促進するため、

水道、コピー用紙、廃棄物の目標を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 単位 

平成 25年度

（2013年度） 

（基準年度） 

令和５年度

（2023年度） 

（目標年度） 

削減量 

① 水道使用量 千m3 1,306 1,071 ▲235 

② コピー用紙使用量 t 372 327 ▲45 

③ 廃棄物排出量 t 3,584 3,584 － 

省資源に関する目標（2023 年度目標） 

 

水道使用量   ：基準年度［平成 25年度（2013年度）］比 18.0％削減 

コピー用紙使用量  ：基準年度［平成 25年度（2013年度）］比 12.0％削減 

廃棄物排出量       ：基準年度［平成 25年度（2013年度）］以下 
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４ 環境マインドに関する目標 

 

環境マインドの更なる充実と拡大を図るため、管理指標を設定します。 

 

管理指標 

平成30年度※１ 

（2018年度） 

（現状） 

令和５年度 

（2023年度） 

（目標年度） 

向上率 

① エコオフィス推進プラン※２ 72％ 100％ ＋28％ 

② 職員研修の実施回数※３ 年１回 年 2回以上 ＋100％ 

③ 働き方改革（スマートワーク）※４ 70％ 100％ ＋30％ 

④ グリーン購入※５ 35％ 80％ ＋45％ 

 

※１ 平成 30年（2018 年）10月実施「職員の環境意識調査」 

※２ 大田区役所エコオフィス推進プランの職員の認知度 

※３ 職員を対象とした環境研修の実施回数 

※４ 働き方改革（スマートワーク）による業務効率化を通じた省エネ・省資源の取組みの実施率 

※５ グリーン購入の取組みの実施率 
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第３章 環境マインド（環境配慮意識） 

１ 職員の目指すべき姿（心構え） 

エコオフィス推進プランの目標を達成するには、職員の環境マインド（環境保全の姿勢や

使命感）を高め、行動様式を変革していくことが重要です。 

第５次計画では、職員の目指すべき姿として、①学習する（環境に配慮した知識を身につ

ける）、②行動する（学習したことを活かし実践に移す）、③共有する（環境配慮の視点を共

有する）を掲げ、環境に配慮した意識の向上に繋げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

職員一人ひとりが取り組むべき“省エネ・省資源”行動を次頁以降に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目指すべき姿 

（心構え） 

学習 

大田区の環境に関する取

組みや地球環境等につい

ての知識を身につけます 

行動 

環境に関して得られた

知識を、日常業務にお

ける様々な視点から、

行動に移します 

共有 

環境に関する知識・行動

を職場全体で共有します 
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区は平成 29年（2017年）２月１日に「大田区スマートワーク宣言」を行い、区民サービ

スの更なる向上と職員のワーク・ライフ・バランスの実現を目指しています。大田区版「働

き方改革」として掲げる「意識改革」、「業務の効率化」、「事務事業の見直し」の３つの改革

を通じて、日々の業務における環境負荷の低減に取り組んでいきます。 

 

 

 

スマートワークとは、多様な働き方を採用し生産性を上げ、効率的に働く「働き方」をいいます。 

スマートワークによる環境面のメリット 

（1）意識改革             （2）業務の効率化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スマートワークによる効果の試算 

効果 （1）残業時間を 1時間少なくした場合 （2）会議資料枚数を 1％減らした場合 

CO2削減効果 94,830 ㎏-CO2/年 608㎏-CO2/年 

経費削減効果 約 1,080万円 

（電気代、ガス代） 

約 73万円 

（コピー用紙購入額） 

試算条件 ・大田区役所本庁舎の削減効果を算定 

・年間 244 時間の残業時間を削減した場

合（年間労働日数 244 日×1時間） 

・環境省働き方改革による CO2 削減効果

簡易算定ツールを参照し算定 

・大田区役所全体の削減効果を算定 

・区役所全体の年間購入量の 1％を削減

した場合 

 

 

スマートワーク推進 

コラム スマートワークと環境 

 

 

①毎日全庁 20時退庁 

②毎週（水曜日）のノー残業デーの徹底 

残業時間の減少 

照明・空調運転時間の減少 

電気、ガス使用量の減少 

①会議のスリム化 

②資料の簡素化 

開催回数、人数、使用量の見直し 

資料作成部数の減少 

コピー用紙購入量の減少 

環境負荷の低減 



 

- 13 - 

 

 

 

 １ クールビズ・ウォームビズを通じた室温の１℃緩和 

  ●クールビズ 【期間：５月１日～10月 31日】 

  ●ウォームビズ 【期間：12月１日～３月 31日】 

 

２ 環境にやさしい移動手段の選択 

    ●庁舎など、建物内を移動するときには、「２up３down」を心がけ、階段の利用に努める。 

  ●出張時などは、公用車の使用を控え、公共交通機関、自転車、徒歩による移動に努める。 

 

 ３ グリーン購入の推進 

●物品等を購入する際には、必要性を十分に検討し、必要最低限を購入する。 

●物品等を購入する際には、環境負荷のできるだけ少ない製品やサービスを選択する。 

 

 ４ コピー用紙の削減 

●コピー用紙を購入するにあたっては、在庫管理を徹底し、必要以上購入しない。 

●コピーまたは印刷をする場合には、誤印刷の防止、両面印刷・裏面活用を徹底する。 

 

 ５ 廃棄物の削減 

●マイバック・マイボトルなどごみの発生抑制に努める。 

●ごみの減量化に努めるとともに、排出時の分別・リサイクルを徹底する。 

 

 

 

「COOL CHOICE」とは、環境省が主導する地球温暖化対策のための国民運動です。ここでは、

省エネ・低炭素型の製品・サービス・ライフスタイルを賢く（COOL）選択（CHOICE）するための

様々なキャンペーンが展開されています。 

区は、平成 29 年（2017 年）10 月に賛同登録し、「COOL 

CHOICE」の一環として、「持続可能な OTA CHOICE」を合言葉に、

庁内に“世界初の乾式オフィス製紙機【PaperLab・（ペーパーラボ）】”を

導入しました。  

使用済みコピー用紙を庁内でリサイクルし、職員の意識付けを行うと

ともに、再生紙はチラシや啓発グッズなどに活用し、区の環境配慮への

取組み状況の PR を行っています。また、再生紙を使用する場合は、ロ

ゴマーク等を成果物に記載しています。 

 

 

 

 

 

 

環境を意識した選択【COOL CHOICE】 

コラム「COOL CHOICE（クールチョイス）とは？」 

 

 

エネルギー使用量が 

空調温度１℃の緩和 

約 10%削減！ 



 

- 14 - 

 

 １ 空調 

   ●執務室及び会議室の室内温度の目安は以下のとおりとする。 

    冷房【夏季】  28℃    暖房【冬季】  20℃ 

   ●福祉施設や乳幼児施設などは、利用者の健康に配慮した室内温度を施設管理者が定め、

省エネルギー対策に取り組む。 

   ●閉館または退庁時間の 30分前に空調の電源を切る。 

   ●使用しない期間は、主電源を切る。またはコンセントを抜き、待機電力をカットする。 

 

 ２ 照明 

●JIS「照明基準総則」及び労働安全衛生規則第 604 条に基づき、必要な照度を確保す

る。また、照度過剰とならないように努める。 

●照度計により室内照度を測定し、利用用途以上に明るい場合は、蛍光灯などを間引く。 

 

JIS「照明基準総則」            労働安全衛生規則第 604条

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 事務機器 

   ●低電力モード機能を搭載するＯＡ機器については、低電力モードに設定する。 

   ●スイッチ付き電源タップを活用し、退室後の待機電力をカットする。 

   ●デスクトップコンピューターは、本体だけでなくモニターの電源も切る。 

 

 ４ 保守・点検 

   ●設備の保守・点検を実施する際は、法令等を遵守する。 

   ●業務委託事業者と連携して、より効果的・効率的な設備管理を行う。 

領域・作業内容 
推奨照度 

（Lx） 

照度範囲 

（Lx） 

事務室 750 500～1,000 

会議室・集会室 500 300～750 

受付 300 200～500 

玄関ホール(昼) 750 500～1,000 

玄関ホール(夜) 100 75 ～ 150 

階段 150 100～ 200 

廊下・エレベータ 100 75 ～ 150 

書庫 200 150～ 300 

倉庫 100 75 ～ 150 

更衣室・トイレ 200 150～ 300 

作業区分 基準 

精密な作業 300ルクス以上 

普通の作業 150ルクス以上 

粗な作業 70ルクス以上 

省エネの実践【エネルギーの効率的な使用】 
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第４章 具体的取組み 

１ 環境に配慮した知識を身につける【学習】 

(１) 職員研修の実施 

地球温暖化の現状や区民生活への影響、区の業務との係わりな

どに関する研修を実施します。また、職員一人ひとりの環境マイ

ンドの更なる拡充と日々の行動を省エネルギー型に転換させる具

体的な手法を身に付けるための研修を実施します。 

(２) 環境・地球温暖化対策周知用掲示板等を活用した情報提供 

国等の動向、第５次計画の進捗状況などを共有し、取組みを推進

することを目的にグループウェア等を活用して環境に関する情報を

発信します。また、温室効果ガス削減に資する取組みをはじめ、環

境に関する情報提供、啓発を行い、環境マインドの向上を図ります。 

 

２ 日常業務における実践【行動】 

(１) グリーン購入の推進 

グリーン購入とは、購入の必要性を十分に考慮し、品質や価格だけでなく環境のことを考

え、環境負荷のできるだけ少ない製品やサービスを環境負荷の低減に努める事業者から優先

して購入する取組みです。「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成 13年

４月施行）」（以下「グリーン購入法」という。）第 10条では、地方公共団体は毎年度、環境

物品等の調達方針を作成し当該方針に基づき、物品等の調達に努めることとしています。 

【購入前】 ①備品、消耗品については、「グリーン掲示板」に登録がないか確認する。 

②常時使用しないものは、他部局からの借用を検討する。 

③必要なものを必要な数だけ購入するよう計画する。 

【購入時】 ④製品・サービスや事業者に関する環境情報を積極的に入手・活用して購入する。 

⑤環境負荷の低減に努める事業者から製品やサービスを優先して購入する。 

⑥詰め替えや補充・交換できるものを選ぶ。 

⑦過剰包装をしていないものを選ぶ。 

【使用時】 ⑧常時使用しないものは、係ではなく部や課で管理する。 

【不要時】 ⑨再使用可能な備品、消耗品は、「グリーン掲示板」に登録する。 

⑩処分するとき、リサイクル可能なものについては、正しく分別する。 
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● グリーン掲示板 

グリーン掲示板を開設し、所属間での備品や消耗品の有効活用に努めます。 

 

 

 

 

 

《利用方法》 

 登 録   不用、入用になった備品や消耗品をグリーン掲示板に登録する。 

       （主な登録情報：所属、連絡先、品目、数量） 

 成 約   登録された備品や消耗品に関する成約、問合せについては所属間で直接行う。 

     

 受渡し   成約した備品や消耗品の受渡しを所属間で直接行う。 

受渡しする備品等については、会計事務の手引きに基づき、所属変更の手続きを行う。 

 

※詳細はグリーン掲示板内の運用基準をご参照ください。 

● 大田区役所グリーン購入ガイドライン Ｐ42 

物品購入及び役務等に係る契約をする場合は、「大田区役所グリーン購入ガイドライン」

を遵守のうえ、環境に配慮された物品及び役務等を選択し、環境負荷の低減に努めます。 

● 庁有車等への低公害車導入指針 Ｐ47 

庁有車等の購入、借上げ（リース）に係る契約をする場合は、「庁有車等への低公害車

導入指針」に基づき、ハイブリッド車、電気自動車、燃料電池車等の低燃費、低公害な

自動車を積極的に導入し、環境負荷の低減に努めます。 

● 大田区電力の調達に係る環境配慮方針 Ｐ49 

区が行う電力調達契約に係る競争入札では、「大田区電力の調達に係る環境配慮方針」

に基づき、環境負荷の小さい電力の導入を促進します。また、その他の区有施設を対象

とした電力調達契約では、次頁に示す「電力調達に係る環境配慮基準」を満たす電力会

社と契約を締結することで環境負荷の小さい電力の導入を促進します。 

● 庁有車等の調達に係る環境配慮方針 Ｐ51 

庁有車について、乗用車は令和 12（2030）年度までに、すべて電動車に切り替えま 

す。乗用車以外は、令和 12（2030）年度までに、可能な限り電動車に切り替えます。 

 

所属Ａ 所属Ｂ 

グループウェア（デヂエ８）内に開設 

（不用になった色上質紙） （ちらしに活用） 

有効活用 
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電力調達に係る環境配慮基準 

環境配慮項目 環境配慮基準 

二酸化炭素排出係数（基礎）※１ 0.000496 t-CO2/kWh 未満 

※１ 環境省・経済産業省が公表する電気事業者の基準年度（平成 25年度）時の基礎排出係数 

 

(２) 施設用途別の環境配慮方針 

第５次計画では、施設を８つの用途分類に整理し、各環境配慮方針に基づいた省エネルギー、

省資源行動に取り組みます。 

施設の用途分類 

 
用途分類 施設 主な利用者 

1 庁舎 本庁舎、地域庁舎、特別出張所、清掃事務所 等 区職員 

2 福祉 高齢者在宅サービスセンター、福祉園 等 高齢者、障害者 

3 保育・児童 保育園、児童館 等 乳幼児、児童 

4 教育 小学校、中学校 等 小中学生 

5 文化・教養 図書館、博物館、区民センター、文化センター 等 区民全般 

6 ホール・集会室 大田区民ホール、産業プラザ 等 区民全般 

7 スポーツ 大田区総合体育館、水泳場 等 区民全般 

8 その他 工場アパート 等 事業者等 

施設の用途分類別環境配慮方針 

 
用途分類 環境配慮方針 

1 庁舎 
区民の模範となる行動を意識し、職場環境（スマートワーク）に配慮して省エ
ネ・省資源に取り組む。 

2 福祉 高齢者や障害者等の熱中症など健康面にも配慮して省エネ・省資源に取り組む。 

3 保育・児童 乳幼児、児童等の熱中症など健康面にも配慮して省エネ・省資源に取り組む。 

4 教育 児童・生徒の学習環境等にも配慮して省エネ・省資源に取り組む。 

5 文化・教養 区民の施設利用時の快適性にも配慮して省エネ・省資源に取り組む。 

6 ホール・集会室 区民の施設利用時の快適性にも配慮して省エネ・省資源に取り組む。 

7 スポーツ 区民の施設利用状況等の施設運営にも配慮して省エネ・省資源に取り組む。 

8 その他 施設に入居している事業者等の特性に合わせて省エネ・省資源に取り組む。 
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(３) 省エネルギー対策（運用改善）に関する取組み 

１） 空調 

施設管理者 職員一人ひとり 

（１）利用者の協力を得るため、室内温度を掲出する。 

（目安）冷房【夏季】28℃ 暖房【冬季】20℃ 

（２）扇風機などを併用し、室温のムラを解消する。 

（３）室外機及び吹き出し口周辺に障害物を置かない。 

（４）フィルター清掃を月１回程度行う。 

（５）すだれなどで室外機への日光の直射を避ける。(冷房期) 

（１）室内温度に対応した服装とする。 

ただし、区民等に不快感を与えない服装とする。 

（２）ブラインドやカーテンを活用し日射を遮断する。 

（３）窓や扉を閉じる(開けっ放しにしない)。 

（４）換気扇の使用を控える。（全熱交換器※１の活用） 

（５）会議室等の空調は電源をこまめに切る。 

※１ 全熱交換器：室内の排気する空気から熱を回収して、室外からの給気する空気に熱を伝える換気装置 

 

２） 照明 

施設管理者 職員一人ひとり 

（１）不要な照明の消灯を呼びかける案内を掲出する。 

（２）照明スイッチに点灯場所(スイッチマップ)を明示する。 

（３）適正な照度管理を行う。（照度基準Ｐ14参照） 

（４）不要箇所の間引き消灯を実施する。 

（５）照明器具の清掃や適正な時期に交換する。 

（１）常時利用しない部屋などは消灯を徹底する。 

（２）スイッチマップを活用する。 

（３）昼休みは区民サービスに支障のない範囲で消灯する。 

（４）時間外勤務時は必要最低限の場所のみ点灯する。 

（５）自然光を活用しエントランスホールなどは消灯する。 

 

３） 事務機器 

職員一人ひとり 

（１）パソコン、プリンター、コピー機は、低電力モードに設定する。 

（２）パソコンモニターの輝度を業務に支障のない範囲で下げる。 

（３）外勤時はパソコンの電源を切る。 

（４）デスクトップパソコンは、本体だけでなくモニターの電源も切る。 

（５）スイッチ付き電源タップを活用する。（待機電力消費の防止） 

 

４） 水道 

施設管理者 職員一人ひとり 

（１）定期的な点検により漏水を防止する。 

（２）止水栓を調整して吐水量を適正量にする。 

（３）節水コマを設置する。 

（１）節水を心掛ける。 

 



 

- 19 - 

５） その他機器及び設備の維持管理 

施設管理者 

（１）給湯器は季節に合わせて設定温度を調整する。 

（２）電気便座の設定温度を低くする。 

（３）受変電設備を力率 95～100％で管理する。 

（４）デマンド監視装置で電力管理を行う。（設置施設のみ） 

（５）定期的な設備点検を実施し、点検委託業者と連携（情報共有）を図りながら効率的な運転を心掛ける。 

省エネルギー効果の参考値 

取組み事例 計算根拠 

省エネルギー効果 

エネルギー削減量 CO2削減量 削減金額 

空調               

  

冷房時の室温は 28℃を

目安にする 

外気温度 31℃の時、エアコン(2.2kW)の冷房設

定温度を 27℃から 28℃にした場合 

(使用時間：9時間／日*112日) 

電気 30.2 kWh 14.8kg-CO2 約 790円 

暖房時の室温は 20℃を

目安にする 

外気温度 6℃の時、エアコン(2.2kW)の暖房設

定温度を 21℃から 20℃にした場合 

(使用時間：9時間／日*169日) 

電気 53.1 kWh 26.0kg-CO2 約 1,380円 

エアコンの使用時間を 1

時間短縮する 

冷房を 1日 1時間短縮した場合 

(設定温度：28℃) 
電気 18.8 kWh 9.2kg-CO2 約 490円 

暖房器具の使用時間を 1

時間短縮する 

エアコン：暖房を 1日 1時間短縮した場合 

(設定温度：20℃) 
電気 40.7 kWh 19.9kg-CO2 約 1,060円 

石油ファンヒーター：１日１時間運転を短縮し

た場合 (設定温度：20℃) 
灯油 15.9 L 39.6kg-CO2 約 1,380円 

エアコンのフィルターは

月に１～２回掃除する 

フィルターが目詰まりしているエアコン(2.2kW)

とフィルターを清掃した場合との比較 
電気 32.0 kWh 15.6kg-CO2 約 830円 

  
空調時のサーキュレータ

の併用※1 

・エアコン（2.2kW）・空調負荷率 40% 

・サーキュレータ（30W) 

・使用時間 9時間/日×120日＝1,080h/年 

・エアコンの設定温度 2℃緩和により、 

平均 15％の削減効果があると仮定 

エアコンの設定温度緩和による消費電力：

2.2kW*0.4*1,080ｈ*15％＝143kWh/年-① 

サーキュレータ使用による増加電力： 

0.03kW*1,080ｈ＝32kWh/年-② 

削減電力＝①-②＝111kWh 

電気 111.0 kWh 54.3kg-CO2 約 2,890円 

  ブラインド等の併用※2 

・エアコン（2.2kW）・空調負荷率 40% 

・使用時間 9時間/日×120日＝1,080h/年 

・ブラインドなしの場合と比較してスラッド角

度を+45度にした場合、9.7％の削減効果が

あると仮定 

ブラインド等の活用による消費電力： 

2.2kW*0.4*1,080ｈ*9.7％＝92kWh/年 

 

電気 92.0 kWh 45.0kg-CO2 約 2,390円 
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取組み事例 計算根拠 

省エネルギー効果 

エネルギー削減量 CO2削減量 削減金額 

照明               

  
使用時間を 1日 1時間短

縮する 

12Wの蛍光灯の点灯時間を 1日 1時間短縮し

た場合 
電気 4.4 kWh 2.2kg-CO2 約 110円 

  
54Wの白熱電球 1灯の点灯時間を 1日 1時間

短縮した場合 
電気 19.7 kWh 9.6kg-CO2 約 510円 

パソコン               

  
使用時間を 1日 1時間短

縮する 

デスクトップ型：１日１時間短縮した場合 電気 31.6 kWh 15.5kg-CO2 約 820円 

  ノート型：１日１時間短縮した場合 電気 5.5 kWh 2.7kg-CO2 約 140円 

  
電源オプションの見直し

をする 

モニターの電源をOFFからシステムスタンバイ

にした場合（使用時間 3.25時間/週、52週） 
電気 12.6 kWh 6.2kg-CO2 約 330円 

その他               

  
温水洗浄便座は使わない

ときはフタを閉める 

便座のフタを閉めた場合と、開けっ放しの場合

との比較（貯湯式） 
電気 34.9 kWh 17.1kg-CO2 約 910円 

  
暖房便座の設定温度を低

くする 

便座の設定温度を「中」から「弱」にした場合

（貯湯式）冷房期間はオフ 
電気 228.0 kWh 111.5kg-CO2 約 5,930円 

【出典】東京都「家庭の省エネハンドブック 2018」 

※1 空調時のサーキュレータの併用による省エネルギー効果は、東京都環境局「オフィス空間の省エネルギー対策」より計算 

※2 ブラインド等の併用による省エネルギー効果は、「株式会社ニチベイ カタログ」より計算 

（省エネルギー効果算定に用いた係数） 

CO2排出係数 

項目 値 単位 出典 

電気 0.489 kg-CO2/kWh 
総量削減義務と排出量取引制度における特定温室効果ガス排出量算定ガイド

ライン（東京都 2017年 4月）より計算 
灯油 2.490 kg-CO2/L 

都市ガス 2.170 kg-CO2/m3 

金額換算係数 
項目 値 単位 出典 

電気 26.0 円/kWh 東京電力エナジーパートナー㈱より 

灯油 86.9 円/L 資源エネルギー庁より 2017年 11月調べ 

都市ガス 108.3 円/m3 東京ガス㈱より 

(４) 公用車に関する取組み 

職員一人ひとり 

（１）エコドライブ 10※１を心掛ける。 

（２）合理的な走行ルートの選択に努める。 

（３）相乗りによる効率的な利用を図る。 

（４）燃料給油量（水素充填量・電気充電量）、走行距離を記録する。 

（５）公共交通機関、自転車、徒歩による移動に努める。 

※１ エコドライブ 10：急発進・急加速の防止など、自動車の燃費向上を図るための運転操作や自動車運用方法。 
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(５) コピー用紙に関する取組み 

職員一人ひとり 

（１）在庫管理を徹底し、必要以上の購入を控える。 

（２）両面印刷・裏面活用を徹底する。（平成 10年１月 20日付総総発 550号「使用済用紙の裏面活用」） 

（３）ペーパーレス会議の推進や資料の簡素化、作成部数の精査、誤印刷の防止を図る。 

（４）グループウェアを活用する。また、文書管理システム等により文書の電子保管化を推進する。 

（５）乾式オフィス製紙機を活用するにあたり、使用済み用紙回収ボックス内の分別チェックを徹底する。 

 

(６) 廃棄物に関する取組み 

職員一人ひとり 

（１）ごみの分別を徹底し、資源のリサイクルを図る。 

（２）「グリーン掲示板」を活用し、備品・消耗品などを所属間で再利用する。 

（３）物品等の長期使用を心掛ける。 

（４）不要な購入による廃棄を防止するため、在庫管理を徹底する。 

（５）厨房や給食で発生する食品残さの削減を図る。 
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環境省は、平成 30 年（2018 年）10 月に世界的な 

海洋プラスチック問題の解決に向けて、個人・自治体・NGO・企業・研究機関など幅広

い主体が連携協働して取組みを進めることを後押しする「プラスチック・スマート -for 

Sustainable Ocean-」キャンペーンを立ち上げました。 

一つの旗印の下に幅広い主体の取組みを募集・集約し、ポイ捨て撲滅を徹底した上で、

不必要なワンウェイのプラスチックの排出抑制や分別回収の徹底などの”プラスチック

との賢い付き合い方”を全国的に推進し、国内外に発信しています。 

《例》 

・ごみ拾いイベントに参加する。 

・マイバックやマイボトルを活用し、ワンウェイプラスチックの使用を控える。 

・イベントでリユース食器を利用する。 

 

国の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」は、国や独立行政法人などが環境

物品等を調達する際の基本的な事項を定めた方針です。 

平成 31 年（2019 年）２月に閣議決定された基本方針では、海洋プラスチック問題の

解決に向けて新たな調達基準が盛り込まれました。地方公共団体においても同基本方針

に基づく取組みが求められています。 

 

●大田区役所の全職員がマイボトル利用すると・・・ 

約 545kg の CO2削減になる計算！ 

「環境省 リユース可能な飲料容器およびマイカップ・マイボトルの使用に 

係る環境負荷分析について（平成 23 年 4 月）」を参考に推計 

普段の買い物でも使い捨てのストローやレジ袋は極力貰わないようにしましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

コラム 「プラスチック・スマート」キャンペーン 
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ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）と

は、エネルギーの生成と消費の収支がプラスマ

イナスゼロになる建物のことです。 

国は、エネルギー基本計画（平成 30 年（2018

年）７月閣議決定）のなかで、｢非住宅建築物

については、2020 年までに国を含めた新築公

共建築物等で、2030 年までに新築建築物の平

均で ZEB を実現することを目指す｣とする政策

目標が設定されており、ZEB の導入により建築

分野の脱炭素化を目指しています。 

地方公共団体においても、新築公共建築物の ZEB 化やネット・ゼロ・エネルギーの実現

に向けた取組みへの貢献が求められています。 

 

３ 施設整備に関する取組み【行動】 

 

「大田区公共施設等総合管理計画」に基づき推進するとともに、以下の点を検討します。 

 省エネルギー製品等に関する知識・情報の把握 

 メンテナンス費・光熱水費の経年把握 

 省エネルギー診断や保守点検による設備の効率、劣化状況の確認 

 更新による省エネ・光熱費削減効果・ライフサイクルコストの検証 

 再生可能エネルギー（太陽光発電、太陽熱温水器等）の導入の可能性 

 老朽化に伴う更新のタイミングにあわせた高効率機器の導入の可能性 

 災害時の機能維持に資する機器の導入の可能性 

 新築建築物の ZEB化など、国等の動向を踏まえた建築物の新たな省エネルギー技術の

導入の可能性 

 建築物の省エネルギー性能の見える化 

 国庫補助金等の支援策の活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コラム ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル） 
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(１) 再生可能エネルギー 

項目 対策 

太陽エネルギー

利用機器 
（１）区有施設の新築・改築の際には、可能な限り太陽光発電設備等を設置する。 

 

(２) 高効率機器 

項目 対策 

空調設備 （１）空調対象範囲の細分化を図る。（個別空調化） 

（２）L2-Tech認定製品※1などエネルギー消費効率の高い空調機設備に更新する。 

（３）スケジュール運転、断続運転制御システムを導入する。 

照明設備 （４）LED照明に交換する。 

（５）人感センサーによる照明点灯制御を導入する。 

（６）照明対象範囲の細分化を図る。（配線回路の分割化） 

給湯設備 （７）給湯配管類の断熱を図る。 

（８）高効率給湯器に更新する。 

受変電設備 （９）エネルギー損失の少ない変圧器に更新する。 

（10）デマンド制御システムを導入する。（ピーク電力の削減） 

※１ L2-Tech認定製品：L2-Techとは、先導的（Leading）な低炭素技術（Low-carbon Technology）の意。

環境省は、CO2排出が極めて少ない先導的な低炭素技術を有する設備・機器等について「L2-Tech認

証製品一覧」として公表している。 

 

(３) 断熱、遮熱設備 

項目 対策 

断熱、遮熱設備 （１）複層ガラス、二重サッシ、断熱フィルム、断熱性塗料材を導入する。 

（２）屋根、壁、床等に断熱材を導入する。 

 

(４) 緑化、雨水利用 

項目 対策 

緑化 （１）道路に接する部分の接道緑化や屋上や壁面、ベランダ等の緑化、緑のカーテンを推進する。 

雨水利用 （２）雨水を施設の雑用水の一部として利用するとともに、各種節水システムの導入に努める。 
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(５) フロン※１対策の取組み 

項目 対策 

フロン類の 

適正管理 
（１）フロン類を使用する業務用空調機器等は、簡易点検・定期点検を実施し点検記録を保管する。 

（２）フロン類を使用している機器の廃棄時は、フロンの回収・処理を適正に行う。 

（３）職員を対象に改正フロン法の情報を提供し、フロン類の適正な管理・廃棄を推進する。 

（４）設備の更新時にはノンフロン機器の選択に努める。 

※１ フロン：フルオロカーボン（フッ素と炭素の化合物）の総称。エアコン、冷蔵・冷凍庫の冷媒等で使用され

ているが、オゾン層の破壊、地球温暖化といった地球環境への影響が明らかになり、より影響の少ない

フロン類や他の物質への代替が進められている。 

 

 



 

- 26 - 

 

 

第５章 推進体制 

１ 推進体制 

 

区長をトップとする「おおた環境基本計画推進会議」、「おおた環境基本計画推進会議幹事

会」を設置し、庁内関係部局が連携し、計画の進捗状況や環境の保全に関する事項について

調査、審議を行います。 

また、計画の推進等は、各部を基本とする実行部門が担うこととし、各部庶務担当課長等

を推進責任者、各部庶務担当課の庶務担当係長等を推進員とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推進体制図 

 

おおた環境基本計画推進会議 

おおた環境基本計画推進会議幹事会 

事務局 

 

 

 

報告 指示、伝達 

報告 指示 

指示、伝達 
啓発、指導 

環境清掃部 

調整 

調整 

ワーキング 
グループ 

会 長 ：区長 
副会長 ：副区長、教育長 
委 員 ：部長、会計管理者、監査事務局長、 

議会事務局長 
事務局 ：環境清掃部長 

幹事長 ：環境清掃部長 
副幹事長 ：環境計画課長 
幹 事     ：各部庶務担当課長、環境対策課

長、清掃事業課長、選挙管理委
員会事務局長、議会事務局次長 

推
進
組
織 

管
理
組
織 

報告 

報告 

実
行
部
門 

実施 

施設管理者（指定管理者施設等含む。）、職員 

推進責任者（各部庶務担当課長等） 

推進員（各部庶務担当課等の庶務担当係長等） 
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主体別役割 

主体 構成員 役割 

区長  
・区の温暖化対策を統括する。 

・計画に基づく取組みについて評価、指示を行う。 

おおた環境基本計画 

推進会議 

会長：区長 

副会長：副区長、教育長 

委員：部長、会計管理者、監

査事務局長、議会事務局長 

・計画策定及び地球温暖化対策の推進に関わる施策を審議、決

定する。 

・毎年度の計画の進捗状況等を総合管理する。 

・地球温暖化対策の推進に関わる施策の実施を「おおた環境基

本計画推進会議幹事会」に適宜指示する。 

おおた環境基本計画 

推進会議幹事会 

幹事長：環境清掃部長 

副幹事長：環境計画課長 

幹事：各部庶務担当課長、環

境対策課長、清掃事業課長、

選挙管理委員会事務局長、議

会事務局次長 

・「おおた環境基本計画推進会議」に付議する事案について協

議、検討する。 

・「おおた環境基本計画推進会議」で決定した事項について必

要な事項を協議、調整する。 

幹事長 環境清掃部長 

・「おおた環境基本計画推進会議幹事会」の管理責任者として、

地球温暖化対策の推進に関わる施策、目標、点検・評価、毎

年度の計画の進捗状況等を取りまとめ、「おおた環境基本計

画推進会議」に報告する。 

推進責任者 各部庶務担当課長等 

・「おおた環境基本計画推進会議幹事会」の指示に基づく地球

温暖化対策に係る取組みを先導的に実践し、各職場への波及

を図る。 

・事務局と連携し、計画の取組み状況や毎月のエネルギー使用

状況などを把握するとともに、各課や施設単位の「見える化」

など職員の啓発策を推進する。 

・事務局に対し、総合的な点検・評価の結果に基づき、必要に

応じて目標や施策の改善など計画の見直し案等を発議する。 

推進員 

各部庶務担当課等の庶務担

当係長又は推進責任者が指

定する職員 

・推進責任者を補佐し、計画の取組み状況や毎月のエネルギー

使用状況の調査結果を推進責任者に報告する。 

・地球温暖化対策に係る取組みを先導的に実践し、各職場への

波及を図る。 

事務局 環境清掃部 

・取組み状況やエネルギー使用状況をはじめとする計画推進に

係る基礎調査、職員の啓発策などに関して「推進責任者」を

支援する。 

・各種調査結果、計画の進捗状況、地球温暖化対策推進状況な

どをとりまとめ、おおた環境基本計画推進会議、おおた環境

基本計画推進会議幹事会に報告する。 

・調査結果の公表手続き、国・東京都及び庁内各関係部局への

報告・連絡・調整を行う。 

施設管理者（指定管理者施設等を含む。） 
・推進責任者及び推進員の指示等に基づき、施設における地球

温暖化対策を推進する。 

職員 
・推進責任者及び推進員の指示等に基づき、所属内での地球温

暖化対策を推進する。 
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全体の PDCA 

計画の策定・進行管理 

計画の
見直し 

計画の点検・評価 

計画の
推進 

実行部門の
PDCA 

（部/課/施設） 

 

目標設定 
（数値/取組み） 

取組みの
実行 

進捗状況の確認 

取組み 
改善 

２ 進捗管理【共有】 

(１) ＰＤＣＡサイクル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 進行管理（全体） 

１） 計画の策定・進行管理（Plan） 

おおた環境基本計画推進会議及びおおた環境基本計画推進会議幹事会において、計画を

策定し、その後の進行管理を行う。 

 

２） 各部局による計画の推進（Do） 

① 推進責任者、推進員の設置、取組み 

 各部庶務担当課長等を「推進責任者」とし、部における計画推進の責任者とする。 

 各部庶務担当課の庶務担当係長又は推進責任者が指定する職員を「推進員」とし、

推進責任者を補佐する。 

 「推進責任者」は、「推進員」を統括し、各部における環境配慮を徹底する。 

 「推進員」は、職員一人ひとりに計画を周知し、日常的な環境配慮を徹底する。 

 全職員が計画内容を理解し、目標達成に向けて、全力を挙げて取り組む。また、

指定管理者に対して「大田区指定管理者制度運用マニュアル」などに基づき計画

の推進を指示する。 
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② 推進状況の報告 

施設管理者、指定管理者、委託契約の受託者等は、所管施設の①電気使用量（昼間電力、

夜間電力）、②都市ガス使用量、③地域冷暖房熱量、④施設に係る燃料使用量（Ａ重油、

軽油、灯油、LPG、ガソリン）、⑤上水道使用量、⑥コピー用紙使用量、⑦ 廃棄物排出量、

⑧建物延床面積⑨自動車実績（燃料使用量、走行距離）を把握し、毎年、環境清掃部に報

告する。 

ただし、委託契約の受託者がエネルギー使用量等を把握できない場合は、施設管理者（所

管課）が報告する。 

③ 省エネ法、温対法、環境確保条例に基づく報告 

平成 22年度（2010 年度）の省エネ法、温対法、環境確保条例の改正による報告義務に

伴い、施設管理者、指定管理者、委託契約の受託者等はその提出と公表に必要なデータ（上

記②）及び庁舎等ごとの報告書を提出部局（区長部局は環境清掃部、教育部局は教育総務

部）に報告する。 

 

３） 計画の点検（Check） 

 各部局は実績報告を環境清掃部に提出する。また、推進責任者・推進員等は、実

績報告を事前に点検し、取組みが不十分の場合には改善策についても報告する。

（内部監査） 

 環境清掃部は、各部局からの実績報告等をもとに、計画の進捗状況をまとめる。 

 必要に応じて関係所属で構成する「ワーキンググループ」を開催し、プランの進

捗状況と実態調査等をもとに、課題の対策等を検討する。 

 環境清掃部は、計画の進捗状況とワーキンググループの提言をまとめ、おおた環

境基本計画推進会議に報告する。 

 

４） 計画の見直し（Action） 

おおた環境基本計画推進会議は、計画の進捗状況報告とワーキンググループの提言をも

とに、必要に応じ、次年度以降の目標や取組内容について見直しを行う。 
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(３) 進行管理（実行部門） 

実行部門単位で①目標設定（Plan）②実行（Do）③確認（Check）④改善（Action）を実

施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 結果の公表 

 

おおた環境基本計画推進会議は、毎年１回、エコオフィス推進プランの進捗状況、点検

結果等をホームページ等により公表する。 

 

行動目標や数値目標を掲げる！ 

・具体的に何をどうするのか、組織内で検討し、 

行動目標や数値目標を掲げる 

改善策の検討 

Action 

Check  

達成状況の確認 

取組みの実行 

Do 

Plan 

目標の設定 

具体的な省エネ対策を実践する! 

行動目標や数値目標に準じた取組みを遵守する！ 

・空調使用時は、室温（冷房28℃、暖房20℃）とする 

・不必要な照明は消灯する  など 

点検票を用いて、行動目標や数値目標に対する評価を行う! 

・毎年２回実施する進捗管理（点検票）で、増減要因 

を把握し、問題点を抽出する 

・達成状況等は、所属内の職員に周知する 

目標達成状況についての改善策を検討する！ 

・問題点を解決するためには、具体的に何をどうす

るのか、組織内で改善策を検討する 
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資料  

１ 目標設定の考え方 

(１) 温室効果ガス排出量 

１） 温室効果ガス削減目標の考え方 

国、東京都の温室効果ガス等の削減目標は以下のとおりです。 

 国「地球温暖化対策計画」（令和３年 10月）の中期目標 

2030年度において 2013年度比 46％削減 

 国「政府実行計画」（令和３年 10月）の中期目標 

2030年度において 2013年度比 50％削減 

 東京都「ゼロエミッション都庁行動計画」（令和３年３月）の目標 

2030年度において温室効果ガス排出量を 2000年度比 50％削減 

2030年度においてエネルギー消費量を 2000年度比 50％削減 

 省エネ法の目標 

エネルギー消費原単位、電気需要平準化評価原単位を中長期的にみて年平均１％以

上低減 

 

第５次計画の温室効果ガス削減目標は、地球温暖化対策計画における「業務その他部門」

の目標である「2030 年度において 2013年度比 51％削減」をあるべき姿とし、基準年度であ

る平成 25年度（2013年度）に向かって逆算して目標を設定する「バックキャスティング手

法」により試算した結果、第５次計画の 2023年度目標を「令和５年度（2023年度）までに

平成 25年度（2013年度比）30.0％削減」と設定しました。 

 

２） 温室効果ガス排出量算定方法 

第５次計画においては、①電気使用量（昼間電力、夜間電力）、②都市ガス使用量、 ③地

域冷暖房熱量、④燃料使用量（Ａ重油、軽油、灯油、LPG、ガソリン）にそれぞれの排出係

数を乗じて二酸化炭素の排出量を算定します。 

電気の使用に伴う排出係数については、環境省・経済産業省が毎年度公表する電気事業者

別排出係数を用います。 
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二酸化炭素排出係数 

項目 二酸化炭素排出係数 参照元 

電
気 

東京電力エナジーパートナー㈱ 0.525 kg-CO2/kWh 
電気事業者別排出係数（特定排出

者の温室効果ガス排出量算定用） 

左記の排出係数は、2013 年度排

出量算定に用いた係数。 

中部電力㈱ 0.516 kg-CO2/kWh 

伊藤忠エネクス㈱ 0.676 kg-CO2/kWh 

㈱エネット 0.429 kg-CO2/kWh 

東京エコサービス㈱ 0.092 kg-CO2/kWh 

都市ガス 2.19 kg-CO2/m
3 東京ガス公式ホームページ 

地域冷暖房熱量 0.057 kg-CO2/MJ 

環境省「温室効果ガス総排出量 

算定方法ガイドライン 

Ver.1.0」 

燃
料 

Ａ重油 2.71 kg-CO2/L 

軽油 2.58 kg-CO2/ L 

灯油 2.49 kg-CO2/ L 

液化石油ガス（LPG） 6.55 kg-CO2/m
3 

ガソリン 2.32 kg-CO2/ L 

 

 

(２) エネルギー消費原単位 

１） エネルギー消費原単位の削減目標の考え方 

第５次計画のエネルギー消費原単位の削減目標は、温室効果ガス排出量の削減目標におけ

るエネルギー削減分に基づき、「令和５年度（2023年度）に平成 25年度（2013 年度）比 12.9％

低減」と設定しました。 

エネルギー消費原単位とは、区役所全体のエネルギー消費量（原油換算量）を分子、エネ

ルギーの使用と密接な関係をもつ値（第５次計画では建物延床面積）を分母とし、庁舎等の

増減による影響を受けない省エネルギー指標として位置付けます。 

また、算定対象を庁舎等で使用する電気、都市ガス、地域冷暖房熱量、燃料の使用量とし、

省エネ法に基づいて原油換算した数値をエネルギー消費量とします。 

 

２） エネルギー消費原単位算定方法 

第５次計画においては、①電気使用量（昼間電力、夜間電力）、②都市ガス使用量、③地

域冷暖房熱量、④燃料（Ａ重油、軽油、灯油、LPG、ガソリン）使用量を省エネ法に基づき

原油換算した値を分子とし、庁舎等の建物延床面積を分母として原単位を算定します。 
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(３) 省資源に関する目標 

１） 水道使用量 

第５次計画の水道使用量の削減目標は、「令和５年度（2023 年度）に平成 25 年度（2013

年度）比 18.0％削減」と設定しました。 

水道使用量は、平成 25 年度（2013 年度）～平成 29 年度（2017 年度）の実績値から、第

５次計画期間に見込まれる削減量を推計して設定しました。 

２） コピー用紙使用量 

第５次計画のコピー用紙使用量の削減目標は、「令和５年度（2023 年度）に平成 25 年度

（2013年度）比 12.0％削減」と設定しました。 

コピー用紙使用量は、第４次計画期間において、15.9％と大幅に増加しているため、引き

続き、第４次計画で掲げた削減目標の達成を目指します。ただし、第５次計画で掲げる目標

値については、基準年度の見直しに伴い、削減率を再算出しています。 

 

３） 廃棄物排出量 

第５次計画の廃棄物排出量の削減目標は、「令和５年度（2023年度）に平成 25年度（2013

年度）以下」と設定しました。 

廃棄物排出量は、第４次計画期間において、2.9％と増加しているため、増加傾向に歯止

めをかけ、基準年度である平成 25年度（2013年度）水準に削減することを目指します。 
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２ 対象施設 基準年度：平成25年度（2013年度） 

 

第５次計画の対象施設及び基準年度［平成 25 年度（2013 年度）］の施設別の電気、都市

ガス、水道使用量を以下に示します。 

(１) 第５次計画対象施設［平成 25 年度（2013年度）時点］ 

第５次計画対象施設［平成25年度（2013年度）時点］ 

番号 部 庁舎名 
電気 

(kWh） 

都市ガス 

（m3） 

水道 

（m3） 

1 総務部 大田区役所本庁舎 2,657,688 9,058 27,761 

2 総務部 男女平等推進センター 136,219 24,358 1,655 

3 総務部 土木防災機材センター 10,998 － － 

4 総務部 備蓄倉庫全部 124 － － 

5 地域力推進部 大森東特別出張所 23,580 17 207 

6 地域力推進部 大森西特別出張所 56,205 11 372 

7 地域力推進部 入新井特別出張所 27,804 － 10 

8 地域力推進部 馬込特別出張所 33,803 62 205 

9 地域力推進部 池上特別出張所 55,192 － 364 

10 地域力推進部 新井宿特別出張所 76,804 686 956 

11 地域力推進部 嶺町特別出張所 125,180 97 1,023 

12 地域力推進部 田園調布特別出張所 18,569 1,705 183 

13 地域力推進部 鵜の木特別出張所 23,377 3,440 335 

14 地域力推進部 久が原特別出張所 17,501 66 48 

15 地域力推進部 雪谷特別出張所 43,064 12 279 

16 地域力推進部 千束特別出張所 26,375 43 134 

17 地域力推進部 糀谷特別出張所 38,083 39 254 

18 地域力推進部 羽田特別出張所 28,950 － 938 

19 地域力推進部 六郷特別出張所（六郷地域力推進センター） 58,892 3,131 271 

20 地域力推進部 矢口特別出張所 510,127 43,206 14,163 

21 地域力推進部 蒲田西特別出張所 29,212 2,669 211 

22 地域力推進部 蒲田東特別出張所 － － － 

23 地域力推進部 消費者生活センター 272,922 124 2,734 

24 地域力推進部 池上会館（本館） 760,779 60,434 5,510 

25 地域力推進部 大田区民センター 732,932 9,326 12,475 

26 地域力推進部 洗足区民センター 107,797 2,617 1,780 

27 地域力推進部 馬込区民センター 108,414 2,461 2,018 

28 地域力推進部 大森西区民センター 171,657 5,937 2,915 

29 地域力推進部 矢口区民センター － － － 

30 地域力推進部 大森東地域センター 71,743 1,622 1,401 

31 地域力推進部 萩中集会所 150,077 11,944 1,441 

32 地域力推進部 田園調布富士見会館 81,742 65 641 

33 地域力推進部 入新井集会室 62,270 － 12 

34 地域力推進部 山王会館 48,595 95 538 

35 地域力推進部 平和の森会館 55,812 6,918 330 

36 地域力推進部 ライフコミュニティ西馬込 201,169 128 950 

37 地域力推進部 ふれあいはすぬま 147,771 50 2,499 

38 地域力推進部 北蒲広場 54,587 5,041 830 

39 地域力推進部 休養村とうぶ 1,465,918 － 13,995 

40 地域力推進部 美原文化センター 74,788 3,207 420 

41 地域力推進部 馬込文化センター 68,128 296 750 

42 地域力推進部 南馬込文化センター 71,028 114 612 

43 地域力推進部 池上文化センター 67,860 272 709 

44 地域力推進部 嶺町文化センター 58,908 169 483 

45 地域力推進部 雪谷文化センター 156,291 416 1,948 
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46 地域力推進部 石川町文化センター 69,435 84 677 

47 地域力推進部 糀谷文化センター 56,987 1,547 563 

48 地域力推進部 羽田文化センター 55,185 228 520 

49 地域力推進部 萩中文化センター 81,471 760 813 

50 地域力推進部 六郷文化センター 62,455 155 658 

51 地域力推進部 区民活動支援施設大森（こらぼ大森） 136,756 7,303 3,562 

52 地域力推進部 コミュニティセンター羽田旭 32,885 645 1,526 

53 地域力推進部 平和島ユースセンター 141,794 8,913 2,586 

54 観光・国際都市部 大田区民ホール 1,583,940 － 3,783 

55 観光・国際都市部 大田区民プラザ 1,224,484 28,345 11,680 

56 観光・国際都市部 大田文化の森 732,995 86,735 4,673 

57 観光・国際都市部 熊谷恒子記念館 8,245 9 27 

58 観光・国際都市部 龍子記念館 235,806 － 310 

59 観光・国際都市部 山王草堂記念館 16,732 36 139 

60 観光・国際都市部 旧川端龍子邸 988 － 140 

61 観光・国際都市部 尾﨑士郎記念館 4,515 － 101 

62 観光・国際都市部 郷土博物館 256,952 － 935 

63 観光・国際都市部 郷土博物館馬込分室 7,619 － 18 

64 観光・国際都市部 郷土博物館大森東分室 1,561 － － 

65 観光・国際都市部 大田区総合体育館 1,182,952 62,923 4,433 

66 観光・国際都市部 大森スポーツセンター 720,069 44,159 2,281 

67 観光・国際都市部 大森海苔のふるさと館 130,837 － 694 

68 観光・国際都市部 大田スタジアム 469,404 － 2,630 

69 観光・国際都市部 アロマ地下駐車場 462,578 － 193 

70 産業経済部 産業プラザ 872,472 240,943 12,643 

71 産業経済部 本羽田二丁目工場アパート 24,655 － － 

72 産業経済部 本羽田二丁目第２工場アパート 290,646 50 225 

73 産業経済部 大森南四丁目工場アパート(ﾃｸﾉ FRONT森ヶ崎) 150,716 － 944 

74 産業経済部 創業支援施設(BICあさひ) 52,153 － 1,336 

75 産業経済部 産学連携施設 16,885 － 123 

76 福祉部 羽田高齢者在宅サービスセンター 87,827 10,375 5,202 

77 福祉部 池上高齢者在宅サービスセンター 79,349 14,054 3,070 

78 福祉部 大森高齢者在宅サービスセンター 108,022 7,656 5,322 

79 福祉部 蒲田高齢者在宅サービスセンター 148,593 13,364 7,247 

80 福祉部 糀谷高齢者在宅サービスセンター 107,104 17,053 3,820 

81 福祉部 たまがわ高齢者在宅サービスセンター 32,490 17,546 3,136 

82 福祉部 南馬込高齢者在宅サービスセンター 86,417 193 1,353 

83 福祉部 田園調布高齢者在宅サービスセンター 89,143 302 937 

84 福祉部 徳持高齢者在宅サービスセンター 61,075 773 948 

85 福祉部 下丸子高齢者在宅サービスセンター 113,712 788 1,648 

86 福祉部 矢口高齢者在宅サービスセンター － 431 856 

87 福祉部 大森本町高齢者在宅サービスセンター 72,115 10,573 4,684 

88 福祉部 大森中老人いこいの家 38,874 2,893 1,039 

89 福祉部 大森東老人いこいの家 16,602 3,207 1,058 

90 福祉部 入新井老人いこいの家 26,549 3,114 1,867 

91 福祉部 中馬込老人いこいの家 22,116 2,877 855 

92 福祉部 池上老人いこいの家 38,361 3,525 1,614 

93 福祉部 新井宿老人いこいの家 20,474 3,995 1,333 

94 福祉部 東嶺町老人いこいの家 33,041 2,396 1,202 

95 福祉部 田園調布老人いこいの家 23,230 1,712 800 

96 福祉部 田園調布西老人いこいの家 19,063 2,027 737 

97 福祉部 鵜の木老人いこいの家 23,865 1,977 1,266 

98 福祉部 久が原老人いこいの家 10,180 400 385 

99 福祉部 仲池上老人いこいの家 17,051 2,420 843 

100 福祉部 千束老人いこいの家 26,397 2,336 922 

101 福祉部 東糀谷老人いこいの家 21,914 3,132 1,003 

102 福祉部 西糀谷老人いこいの家 30,059 3,131 2,748 
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103 福祉部 羽田老人いこいの家 23,386 3,152 1,098 

104 福祉部 東六郷老人いこいの家 24,682 2,898 1,116 

105 福祉部 仲六郷老人いこいの家 29,555 2,942 2,468 

106 福祉部 東蒲田老人いこいの家 33,622 2,457 1,546 

107 福祉部 本蒲田老人いこいの家 34,657 3,837 1,546 

108 福祉部 山王高齢者センター 24,725 2,574 1,131 

109 福祉部 障害者就労支援センター 38,456 43 236 

110 福祉部 障がい者総合サポートセンター － － － 

111 福祉部 くすのき園 81,592 4,324 2,401 

112 福祉部 うめのき園 47,062 8,441 1,561 

113 福祉部 うめのき園分場 39,373 954 681 

114 福祉部 しいのき園 107,689 4,185 2,994 

115 福祉部 大田福祉作業所 56,217 11,476 3,242 

116 福祉部 大田福祉作業所大森西分場 － － － 

117 福祉部 久が原福祉園 249,208 6,213 4,245 

118 福祉部 新井宿福祉園 88,973 2,824 1,608 

119 福祉部 池上福祉園 193,892 2,988 2,959 

120 福祉部 南六郷福祉園 100,355 6,525 4,684 

121 福祉部 大森東福祉園 91,466 3,332 1,895 

122 福祉部 大田生活実習所 94,883 4,223 1,787 

123 福祉部 はぎなか園 82,488 14,500 1,644 

124 福祉部 区立前の浦集会室 29,594 7 90 

125 福祉部 上池台障害者福祉会館 157,110 2,179 2,516 

126 福祉部 池上長寿園本部事務所 39,312 － 2,122 

127 福祉部 大田区社会福祉センター 180,731 285 2,012 

128 福祉部 新蒲田福祉センター － － － 

129 福祉部 新蒲田福祉センター馬込分場 － － － 

130 福祉部 こども発達センターわかばの家 86,205 3,325 2,326 

131 福祉部 こども発達センターわかばの家分館 － － － 

132 福祉部 大森地域庁舎 2,332,433 33,298 6,448 

133 福祉部 蒲田地域庁舎 310,571 40,641 2,979 

134 福祉部 調布地域庁舎 206,220 57 2,042 

135 福祉部 糀谷・羽田地域庁舎 210,487 1,681 1,748 

136 こども家庭部 大田区子ども家庭支援センター大森 62,730 11,353 924 

137 こども家庭部 大森中児童館 9,713 37 114 

138 こども家庭部 大森南児童館 17,221 1,616 334 

139 こども家庭部 大森東一丁目児童館 － － － 

140 こども家庭部 大森児童館 20,511 36 375 

141 こども家庭部 沢田児童館 21,174 96 302 

142 こども家庭部 大森西児童館 16,445 6,205 309 

143 こども家庭部 大森北児童館 － 2,355 626 

144 こども家庭部 大森本町児童館 20,381 58 371 

145 こども家庭部 山王児童館 22,669 48 455 

146 こども家庭部 南馬込児童館 16,031 3,280 772 

147 こども家庭部 南馬込三丁目児童館 21,270 67 509 

148 こども家庭部 南馬込四丁目児童館 － － － 

149 こども家庭部 中馬込児童館 14,739 817 212 

150 こども家庭部 中央八丁目児童館 19,252 3,726 292 

151 こども家庭部 池上児童館 9,587 1,106 179 

152 こども家庭部 徳持児童館 20,477 26 346 

153 こども家庭部 新井宿児童館 23,160 63 424 

154 こども家庭部 田園調布本町児童館 16,308 39 469 

155 こども家庭部 東嶺町児童館 8,256 599 132 

156 こども家庭部 田園調布二丁目児童館 15,353 254 611 

157 こども家庭部 鵜の木児童館 16,291 1,402 226 

158 こども家庭部 久が原児童館 18,470 848 264 

159 こども家庭部 南雪谷児童館 16,417 3,752 324 
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160 こども家庭部 仲池上児童館 53,386 50 320 

161 こども家庭部 洗足池児童館 18,445 5,335 476 

162 こども家庭部 東糀谷児童館 19,396 1,684 328 

163 こども家庭部 西糀谷児童館 15,867 5,590 323 

164 こども家庭部 糀谷児童館 27,837 76 312 

165 こども家庭部 萩中三丁目児童館羽田分館 0 0 0 

166 こども家庭部 萩中児童館 26,647 11 351 

167 こども家庭部 萩中三丁目児童館 23,835 52 357 

168 こども家庭部 南六郷児童館 14,924 2,890 332 

169 こども家庭部 南六郷三丁目児童館 23,793 50 275 

170 こども家庭部 東六郷児童館 17,430 47 315 

171 こども家庭部 仲六郷児童館 14,748 1,847 604 

172 こども家庭部 高畑児童館 20,632 40 322 

173 こども家庭部 千鳥児童館 22,946 41 446 

174 こども家庭部 下丸子児童館 16,176 634 535 

175 こども家庭部 下丸子四丁目児童館 14,173 12 312 

176 こども家庭部 矢口児童館 24,000 51 236 

177 こども家庭部 西蒲田児童館 24,885 22 317 

178 こども家庭部 新蒲田児童館 － － － 

179 こども家庭部 多摩川児童館 34,373 67 346 

180 こども家庭部 蓮沼児童館 21,484 37 263 

181 こども家庭部 本蒲田児童館 16,170 19 358 

182 こども家庭部 蒲田児童館 20,479 3,497 343 

183 こども家庭部 大森東四丁目センター 0 － 0 

184 こども家庭部 新井宿児童館学童保育室入四分室 － － － 

185 こども家庭部 仲池上児童館学童保育室池雪分室 0 0 0 

186 こども家庭部 糀谷児童館学童保育室糀谷分室 － － － 

187 こども家庭部 萩中三丁目児童館学童保育室中萩中分室 － － － 

188 こども家庭部 徳持児童館学童保育室矢口分室 － － － 

189 こども家庭部 蓮沼児童館学童保育室御園分室 － － － 

190 こども家庭部 千束こどもの家 9,974 32 147 

191 こども家庭部 古川こどもの家 17,069 65 358 

192 こども家庭部 糀谷こどもの家 2,759 40 168 

193 こども家庭部 上池台児童館 107,795 55 607 

194 こども家庭部 子ども交流センター － － － 

195 こども家庭部 森が崎保育園 45,252 6,750 2,292 

196 こども家庭部 大森南保育園 81,492 4,615 3,296 

197 こども家庭部 大森東一丁目保育園 60,313 4,692 4,844 

198 こども家庭部 大森西保育園 52,010 4,570 4,599 

199 こども家庭部 大森西第二保育園 57,233 4,396 2,825 

200 こども家庭部 富士見橋保育園 31,326 2,956 1,937 

201 こども家庭部 大森北保育園 82,616 4,021 2,506 

202 こども家庭部 馬込保育園 68,647 3,341 908 

203 こども家庭部 南馬込第二保育園 57,587 4,506 2,941 

204 こども家庭部 南馬込保育園 52,393 3,657 2,679 

205 こども家庭部 池上第二保育園 61,451 4,234 2,714 

206 こども家庭部 池上第三保育園 59,461 4,128 2,739 

207 こども家庭部 入新井保育園 67,378 2,718 2,404 

208 こども家庭部 新井宿保育園 59,947 4,053 3,003 

209 こども家庭部 田園調布保育園 44,479 3,235 2,026 

210 こども家庭部 わかば保育園 58,978 5,452 3,272 

211 こども家庭部 田園調布二丁目保育園 61,437 3,461 2,446 

212 こども家庭部 久が原保育園 48,462 3,056 2,502 

213 こども家庭部 千鳥保育園 60,542 3,256 2,766 

214 こども家庭部 小池保育園 51,383 3,693 3,934 

215 こども家庭部 仲池上保育園 80,092 5,400 3,606 

216 こども家庭部 上池台保育園 54,297 5,469 3,279 
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217 こども家庭部 千束保育園 54,503 5,364 3,477 

218 こども家庭部 西糀谷保育園 59,947 3,548 3,703 

219 こども家庭部 北糀谷保育園 53,865 3,734 3,528 

220 こども家庭部 東糀谷保育園 51,410 10,826 5,575 

221 こども家庭部 糀谷保育園 57,432 4,270 3,498 

222 こども家庭部 羽田保育園 58,794 2,930 1,901 

223 こども家庭部 本羽田保育園 51,546 3,925 3,524 

224 こども家庭部 弁天橋保育園 42,950 8,520 2,821 

225 こども家庭部 いずも保育園 43,598 2,793 3,179 

226 こども家庭部 南六郷保育園 35,270 3,254 2,136 

227 こども家庭部 六郷保育園 32,698 3,690 1,955 

228 こども家庭部 仲六郷保育園 59,017 2,768 2,419 

229 こども家庭部 高畑保育園 59,071 3,821 3,278 

230 こども家庭部 東六郷保育園 56,948 4,655 3,100 

231 こども家庭部 志茂田保育園 90,503 3,344 3,139 

232 こども家庭部 みどり保育園 37,583 3,796 2,139 

233 こども家庭部 矢口第二保育園 35,610 2,268 1,824 

234 こども家庭部 下丸子保育園 64,723 2,530 2,141 

235 こども家庭部 相生保育園 57,749 5,251 2,915 

236 こども家庭部 矢口保育園 125,129 3,377 2,356 

237 こども家庭部 蒲田本町保育園 68,299 5,287 3,629 

238 こども家庭部 本蒲田保育園 64,713 5,430 2,886 

239 こども家庭部 新蒲田保育園 38,573 6,219 2,201 

240 こども家庭部 萩中保育園 50,497 10,840 1,972 

241 こども家庭部 東蒲田保育園 50,445 3,272 2,318 

242 こども家庭部 中央八丁目保育園 60,799 3,340 2,294 

243 こども家庭部 浜竹保育園 62,916 14,372 3,184 

244 こども家庭部 山王保育園 76,490 4,868 4,765 

245 こども家庭部 西蒲田保育園 83,858 5,061 3,215 

246 こども家庭部 雪谷保育園 87,445 3,255 2,998 

247 こども家庭部 大田区子ども家庭支援センター蒲田分室 － － － 

248 こども家庭部 大田区子ども家庭支援センター洗足池分室 － － － 

249 都市基盤整備部 平和島公園水泳場 444,276 89,186 16,655 

250 都市基盤整備部 東調布公園水泳場 491,528 64,916 22,674 

251 都市基盤整備部 萩中公園水泳場 802,385 111,415 22,870 

252 都市基盤整備部 糀谷・羽田地域庁舎分室 8,121 0 182 

253 都市基盤整備部 多摩川台公園事務所 124,406 － 990 

254 都市基盤整備部 平和の森公園事務所 256,978 23 13,908 

255 都市基盤整備部 池上梅園 22,139 295 1,270 

256 都市基盤整備部 平和島水質管理所 210,792 7 566 

257 都市基盤整備部 田園調布せせらぎ公園休憩所 47,824 － 1,837 

258 都市基盤整備部 アロマ地下自転車駐車場 37,932 － 50 

259 都市基盤整備部 大岡山駅前地下自転車駐車場 77,185 － 284 

260 都市基盤整備部 田園調布駅南自転車駐車場 － － － 

261 都市基盤整備部 長原駅前自転車駐車場 6,791 － 91 

262 都市基盤整備部 多摩川緑地事務所 85,538 395 1,601 

263 都市基盤整備部 石川台自転車等駐車場 12,920 － 65 

264 都市基盤整備部 蒲田駅西口環八下自転車駐車場 44,696 － 80 

265 都市基盤整備部 蒲田駅東口自転車駐車場 16,650 － 52 

266 都市基盤整備部 蒲田駅西口自転車駐車場 33,188 － 10 

267 都市基盤整備部 西馬込駅前自転車駐車場 － － 65 

268 都市基盤整備部 蒲田駅西蒲田公園自転車駐車場 48,869 － 195 

269 都市基盤整備部 穴守稲荷駅前自転車駐車場 5,485 － 27 

270 都市基盤整備部 天空橋駅前自転車駐車場 6,072 － 30 

271 都市基盤整備部 大森駅東口自転車駐車場 30,369 － 64 

272 都市基盤整備部 多摩川駅前自転車駐車場 7,845 － － 

273 都市基盤整備部 公園の園内灯２０６０本 1,800,471 － － 
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番号 部 庁舎名 
電気 

(kWh） 

都市ガス 

（m3） 

水道 

（m3） 

274 環境清掃部 大森清掃事務所 134,350 11,851 5,372 

275 環境清掃部 大森清掃事務所大森西分室 55,406 17,468 4,102 

276 環境清掃部 調布清掃事務所 215,610 － 7,536 

277 環境清掃部 蒲田清掃事務所 151,417 27,064 11,365 

278 環境清掃部 多摩川清掃事業所 154,431 625 7,088 

279 環境清掃部 糀谷粗大中継所 3,174 － 134 

280 教育総務部 館山さざなみ学校 326,168 － 5,655 

281 教育総務部 伊豆高原学園（旧伊豆高原荘） 3,740 － 803 

282 教育総務部 野辺山学園 123,973 － 5,041 

283 教育総務部 伊豆高原学園付属施設 130,541 － 4,041 

284 教育総務部 指導課分室 16,822 547 429 

285 教育総務部 教育センター － － － 

286 教育総務部 大田図書館 276,015 － 1,237 

287 教育総務部 大森南図書館 70,752 9,235 835 

288 教育総務部 大森東図書館 71,737 1,617 1,398 

289 教育総務部 大森西図書館 87,587 21 1,218 

290 教育総務部 入新井図書館 146,747 － 64 

291 教育総務部 馬込図書館 107,742 － 839 

292 教育総務部 池上図書館 117,833 － 1,168 

293 教育総務部 久が原図書館 128,556 7 1,137 

294 教育総務部 洗足池図書館 189,053 35 1,775 

295 教育総務部 浜竹図書館 63,458 8,091 899 

296 教育総務部 羽田図書館 146,613 304 1,274 

297 教育総務部 六郷図書館 98,114 － 2,932 

298 教育総務部 下丸子図書館 125,337 41 1,054 

299 教育総務部 多摩川図書館 133,576 140 903 

300 教育総務部 蒲田図書館 109,164 14 1,551 

301 教育総務部 蒲田駅前図書館 181,951 83 1,822 

302 教育総務部 大森第四小学校 228,844 19,309 10,205 

303 教育総務部 中富小学校 156,365 12,024 6,720 

304 教育総務部 大森第一小学校 233,511 30,319 6,644 

305 教育総務部 開桜小学校 128,410 27,282 10,689 

306 教育総務部 大森第三小学校 145,091 26,087 7,591 

307 教育総務部 大森第五小学校 139,041 18,577 5,657 

308 教育総務部 大森東小学校 136,650 19,615 6,984 

309 教育総務部 入新井第五小学校 115,000 22,084 8,078 

310 教育総務部 入新井第一小学校 162,938 21,101 10,356 

311 教育総務部 山王小学校 181,424 32,597 8,560 

312 教育総務部 馬込小学校 154,866 19,689 9,794 

313 教育総務部 馬込第二小学校 133,223 22,071 7,233 

314 教育総務部 馬込第三小学校 210,887 13,509 8,441 

315 教育総務部 梅田小学校 222,240 15,360 12,691 

316 教育総務部 池上小学校 143,462 19,857 7,650 

317 教育総務部 池上第二小学校 150,744 18,882 7,380 

318 教育総務部 徳持小学校 156,868 25,866 8,226 

319 教育総務部 入新井第二小学校 153,708 23,957 7,855 

320 教育総務部 入新井第四小学校 128,695 20,346 6,663 

321 教育総務部 東調布第一小学校 161,434 30,432 8,615 

322 教育総務部 田園調布小学校 149,760 21,478 8,007 

323 教育総務部 調布大塚小学校 118,978 19,543 6,278 

324 教育総務部 東調布第三小学校 167,133 18,430 8,252 

325 教育総務部 嶺町小学校 247,541 33,355 8,882 

326 教育総務部 千鳥小学校 140,379 17,706 6,314 

327 教育総務部 久原小学校 191,723 38,942 8,279 

328 教育総務部 松仙小学校 176,823 27,449 9,686 

329 教育総務部 池雪小学校 192,579 30,835 15,261 

330 教育総務部 小池小学校 230,260 30,695 10,690 
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番号 部 庁舎名 
電気 

(kWh） 

都市ガス 

（m3） 

水道 

（m3） 

331 教育総務部 雪谷小学校 139,259 28,951 11,006 

332 教育総務部 洗足池小学校 113,350 15,640 4,835 

333 教育総務部 赤松小学校 111,977 20,388 7,387 

334 教育総務部 清水窪小学校 104,169 13,425 5,123 

335 教育総務部 糀谷小学校 155,192 26,971 10,445 

336 教育総務部 東糀谷小学校 165,856 21,008 8,796 

337 教育総務部 北糀谷小学校 115,755 14,737 4,587 

338 教育総務部 羽田小学校 193,427 30,917 4,850 

339 教育総務部 都南小学校 140,503 17,906 7,476 

340 教育総務部 萩中小学校 173,019 13,316 9,934 

341 教育総務部 中萩中小学校 159,331 20,637 8,430 

342 教育総務部 出雲小学校 162,720 30,415 9,818 

343 教育総務部 六郷小学校 140,839 20,972 8,563 

344 教育総務部 西六郷小学校 150,656 19,984 8,067 

345 教育総務部 高畑小学校 122,569 25,364 10,357 

346 教育総務部 仲六郷小学校 138,027 23,281 8,617 

347 教育総務部 志茂田小学校 146,276 13,419 7,796 

348 教育総務部 東六郷小学校 122,835 20,763 5,942 

349 教育総務部 南六郷小学校 146,180 18,716 9,473 

350 教育総務部 矢口小学校 158,623 30,476 10,781 

351 教育総務部 矢口西小学校 169,232 32,804 12,365 

352 教育総務部 多摩川小学校 150,673 23,142 7,534 

353 教育総務部 相生小学校 116,374 22,584 6,805 

354 教育総務部 矢口東小学校 119,449 20,878 5,672 

355 教育総務部 おなづか小学校 116,909 23,495 9,658 

356 教育総務部 道塚小学校 162,029 27,585 8,894 

357 教育総務部 蒲田小学校 141,160 21,415 10,660 

358 教育総務部 南蒲小学校 126,791 20,581 7,292 

359 教育総務部 新宿小学校 130,110 17,583 7,969 

360 教育総務部 東蒲小学校 117,167 16,663 5,635 

361 教育総務部 大森第一中学校 174,525 15,040 6,246 

362 教育総務部 大森東中学校 202,071 21,097 6,979 

363 教育総務部 大森第二中学校 198,205 19,476 5,494 

364 教育総務部 大森第八中学校 224,661 29,528 14,009 

365 教育総務部 馬込中学校 175,116 19,840 5,311 

366 教育総務部 馬込東中学校 115,758 16,104 3,771 

367 教育総務部 貝塚中学校 191,947 29,422 8,880 

368 教育総務部 大森第四中学校 189,447 19,286 6,151 

369 教育総務部 大森第三中学校 254,888 20,631 6,393 

370 教育総務部 東調布中学校 187,563 28,604 8,459 

371 教育総務部 田園調布中学校 141,503 21,460 6,142 

372 教育総務部 大森第七中学校 176,674 19,853 6,061 

373 教育総務部 雪谷中学校 153,674 18,433 8,253 

374 教育総務部 大森第十中学校 195,706 28,204 10,422 

375 教育総務部 大森第六中学校 180,847 21,164 6,122 

376 教育総務部 石川台中学校 130,488 19,034 4,742 

377 教育総務部 羽田中学校 289,008 40,596 5,143 

378 教育総務部 糀谷中学校 205,758 36,608 8,994 

379 教育総務部 出雲中学校 172,772 20,790 8,369 

380 教育総務部 六郷中学校 171,533 17,582 6,212 

381 教育総務部 志茂田中学校 185,509 20,448 9,569 

382 教育総務部 南六郷中学校 183,657 32,537 11,775 

383 教育総務部 矢口中学校 179,046 27,117 7,694 

384 教育総務部 御園中学校 210,368 22,742 9,980 

385 教育総務部 蓮沼中学校 174,145 19,577 6,854 

386 教育総務部 安方中学校 181,596 19,577 8,486 

387 教育総務部 東蒲中学校 168,527 24,056 7,798 
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番号 部 庁舎名 
電気 

(kWh） 

都市ガス 

（m3） 

水道 

（m3） 

388 教育総務部 蒲田中学校 159,327 21,297 5,807 

合計 50,742,190 3,607,472 1,306,304 

 

(２) 部局別のエネルギー及び資源使用量［平成 25 年度（2013 年度）時点］ 

１） 電気、都市ガス、水道 

電気、都市ガス、水道［平成25年度（2013年度）時点］ 

部 
電気 

(kWh） 

都市ガス 

（m3） 

水道 

（m3） 

総務部 2,805,573 33,416 29,416 

地域力推進部 6,820,874 186,055 85,849 

観光・国際都市部 7,039,677 222,207 32,037 

産業経済部 1,407,527 240,993 15,271 

福祉部 6,348,568 301,611 117,020 

こども家庭部 4,084,835 298,294 168,909 

都市基盤整備部 4,622,460 266,237 83,566 

環境清掃部 714,388 57,008 35,597 

教育総務部 16,898,832 2,001,651 738,639 

合計 50,742,190 3,607,472 1,306,304 

 

２） コピー用紙、廃棄物 

コピー用紙、廃棄物［平成25年度（2013年度）時点］ 

部 
コピー用紙 

（kg） 

廃棄物 

 （kg） 

企画経営部 7,271 － 

総務部 17,127 65,755 

地域力推進部 15,147 116,621 

観光・国際都市部 3,434 132,512 

産業経済部 1,653 24,373 

区民部 18,898 － 

福祉部 38,130 193,457 

健康政策部 5,739 － 

こども家庭部 21,603 519,789 

まちづくり推進部 4,669 － 

都市基盤整備部 7,005 48,922 

空港まちづくり本部 － － 

環境清掃部 3,226 11,476 

教育総務部 225,161 2,471,533 

会計管理室 172 － 

議会事務局 1,279 － 

選挙管理委員会事務局 1,258 － 

監査事務局 308 － 

合計 372,080 3,584,438 
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３ 大田区役所グリーン購入ガイドライン 

 

大田区役所グリーン購入ガイドライン 

 

平成31年３月19日30環計発第11304号 部長決定 

 

（目的） 

第１条 このガイドラインは、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律

第100号）の規定に基づき、区の事務事業に伴い調達する物品、役務等（以下「物品等」という。）

について、環境負荷の少ない物品等を優先して購入することでグリーン購入の取組を推進するこ

とを目的とする。 

（適用範囲） 

第２条 このガイドラインは、区の事務事業に伴い調達する物品等に適用する。 

（対象品目） 

第３条 対象品目は、環境物品等の調達の推進に関する基本方針（平成31年２月８日変更閣議決定）

に定める特定調達品目及び電力を対象とする。 

（調達基準） 

第４条 調達基準は、環境物品等の調達の推進に関する基本方針に準じる。ただし、自動車につい

ては区の「庁有車等への低公害車導入指針」を、電力については区の「大田区電力の調達に係る

環境配慮方針」及び「電力調達の環境配慮基準」を調達基準とする。この場合において、各部局

は、やむを得ない理由により調達基準を満たせない物品等を調達するときは、その理由を把握し、

環境清掃部長へ報告できるようにする。 

（調査等） 

第５条 環境清掃部長は、各部局に対して前条の調達基準を満たす物品等の調達状況について、調

査及び資料の提出を求めることができる。 

（情報提供） 

第６条 環境計画課は、グリーン購入に関する情報収集に努め、必要に応じ各部局に提供するものと

する。 

（その他） 

第７条 このガイドラインに定めるもののほか必要な事項は、環境清掃部長が別に定める。 

付 則 

このガイドラインは、平成31年４月１日から施行する。 
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（参考） 

（１）調達基準を満たす環境物品等の確認方法 

各所属に配布されている物品カタログにおいて、製品情報のなかに「グリーン購入法適合マーク」

が付記されているものは、調達基準を満たす環境物品等です。 

また、下記のホームページから調達基準を満たす環境物品等の情報が入手できます。 

グリーン購入ネットワークホームページ 

エコ商品ねっと（グリーン購入適合商品かんたん検索） 
http://www.gpn.jp/ 

 

（２）グリーン購入法適合商品 

グリーン購入法適合商品とは、国がグリーン購入法に基づき策定する「環境物品等の調達の推進

に関する基本方針」で定めた各品目についての基準を満たした商品をいいます。 

 

（３）環境ラベルの一例 

エコマーク 

 

 

 

ライフサイクル全体を考慮して環境保全に資する商品を認定し、表示する制度。幅広

い商品を対象とし、商品の類型ごとに認定基準が設定されている。ISO の規格に則っ

たわが国唯一のタイプI 環境ラベル制度。環境省所管の（公財）日本環境協会におい

て、幅広い利害関係者が参加する委員会の下で運営されている。 

（詳細）https://www.ecomark.jp/ 

統一省エネルギー

ラベル 

 

「統一省エネルギーラベル」が表示される製品は、エアコン・テレビ・電気冷蔵庫・電気

冷凍庫・電気便座・蛍光灯器具（家庭用）の６種類。機器単体のエネルギー消費量が

大きく、製品ごとの省エネ性能の差が大きい家電製品について、「多段階評価制度」に

よる５つの★マークと「省エネラベリング制度」による年間消費電力量や年間の目安電

気料金等を組み合わせた統一省エネルギーラベルの表示をしているもの。 

（詳細）https://www.eccj.or.jp/machinery/labeling_program/index.html 

省エネルギーラベル 

 

省エネ法に基づき定められた省エネ基準をどの程度達成しているかを表示する制度。

省エネ基準を達成している場合はマークを緑色の表示、達成していないものはオレン

ジ色の表示。統一省エネルギーラベルが表示されない家電製品を購入する際、緑色

のマークが、省エネ性能が高い製品を選ぶ目安になる。 

（詳細）http://www.eccj.or.jp/labeling/index.html 

国際エネルギース

ターマーク 

 

 

パソコンなどのオフィス機器について、待機時の消費電力に関する基準を満たす商品

につけられるマーク。米国、日本等が協力して実施している国際的な制度。経済産業

省が運営している。 

（詳細）http://www.energystar.jp/index.html 

 

 

http://www.energystar.jp/index.html
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（４）印刷物に関する環境ラベルの一例 

 

（５）「環境物品等の調達の推進に関する基本方針（平成 31年（2019年）２月閣議決定）」（一部抜粋） 

コピー用紙 【判断の基準】 

①古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材等パルプ利用割合、

その他の持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ利

用割合、白色度及び坪量を備考５の算定式により総合的に評価した総合評価値

が 80以上であること。 

②バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たっ

て、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が

適切になされたものであること。ただし、合板・製材工場から発生する端材、林地

残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。 

③製品に総合評価値及びその内訳（指標項目ごとの、指標値又は加算値、及び評

価値）が記載されていること。ただし、製品にその内訳が記載できない場合は、

Rマーク 

 

 

 

古紙パルプがどのぐらい配合されているのかが一目で判るようにしたもの。３Ｒ活動推

進フォーラムによって、再生紙の利用促進・普及啓発をしていくためのシンボルマー

クとして定められた。Ｒマークの使用についての詳細は、３Ｒ活動推進フォーラムのホ

ームページ参照。マークのダウンロードもできる。 

（詳細）http://3r-forum.jp/ 

ＦＳＣ認証制度 

 

 

 

適切な森林管理が行われていることを認証する「森林管理の認証（FM認証）」と森

林管理の認証を受けた森林からの木材・木材製品であることを認証する「加工・流

通過程の管理の認証（CoC認証）」の2種類の認証制度。 

NPOであるFSC（Forest Stewardship Council：森林管理協議会）が運営する国際的

な制度。 

（詳細）https://jp.fsc.org/jp-jp 

PEFC森林認証プログ

ラム 

 

 

 

 

持続可能な森林管理のために策定された国際基準（政府間プロセス基準）に則って

林業が実施せれていることを第三者認証する「森林管理認証」、および、紙製品や

木材製品など林産品に関して、森林管理認証を受けた森林から生産された木材や

リサイクル材を原材料として一定の割合以上使用していることを第三者認証する

CoC認証がある。 

（詳細）https://www.sgec-eco.org/ 

間伐材マーク 

 

 

 

間伐材を用いた製品に表示することが出来るマーク。間伐の推進及び間伐材の利

用促進等の重要性をＰＲするとともに、消費者の製品選択に資するもの。マークの使

用には普及啓発での使用と間伐材製品への使用の2種類ある。日本の森林資源の

保続培養、森林生産力の増進を図ることを目的とした協同組合である全国森林組

合連合会が運営する制度。 

（詳細）http://www.zenmori.org/kanbatsu/mark/ 
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ウェブサイト等で容易に確認できるようにし、参照先を明確にすること。 

【配慮事項】 

①古紙パルプ配合率が可能な限り高いものであること。 

②バージンパルプが原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木は持

続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。また、森

林認証材パルプ及び間伐材等パルプの利用割合が可能な限り高いものであること。 

③製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄

時の負荷低減に配慮されていること。 

文具類共通 【判断の基準】 

○金属を除く主要材料が、プラスチックの場合は①、木質の場合は②、紙の場合は

③の要件を満たすこと。また、主要材料以外の材料に木質が含まれる場合は

②、紙が含まれる場合で原料にバージンパルプが使用される場合は③イの要件

をそれぞれ満たすこと。 

①再生プラスチックがプラスチック重量の 40％以上使用されていること。ただし、

ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックにあっては、プラスチック重

量の 20％以上使用されていること。 

②間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の再生資源であること、又は、原

料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に

関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。 

③次の要件を満たすこと。 

 ア．紙の原料は古紙パルプ配合率 50％以上であること。 

 イ．紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木

は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法

令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造

されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小

径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。 

【配慮事項】 

①古紙パルプ配合率、再生プラスチック配合率が可能な限り高いものであること。 

②使用される塗料は、有機溶剤及び臭気が可能な限り少ないものであること。 

③材料に木質が含まれる場合にあっては、その原料の原木は持続可能な森林経

営が営まれている森林から産出されたものであること。ただし、間伐材、合板・製

材工場から発生する端材等の再生資源である木材は除く。 

④材料に紙が含まれる場合でバージンパルプが使用される場合にあっては、その原

料の原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものである

こと。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発

生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプに

は適用しない。 

⑤間伐材又は間伐材パルプの利用割合が可能な限り高いものであること。 
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⑥製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄

時の負荷低減に配慮されていること。 

注） 文具類に定める特定調達品目については、共通して上記の判断の基準及び配慮事項を適

用する。ただし、個別の特定調達品目について判断の基準（●印）を定めているものについて

は、上記の判断の基準に代えて、当該品目について定める判断の基準（●印）を適用する。ま

た、適用箇所を定めているものについては、適用箇所のみ上記の判断の基準を適用する。 

ファイル 【判断の基準】 

●金属を除く主要材料が紙の場合にあっては、紙の原料は古紙パルプ配合率

70％以上であること。また、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっ

ては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域におけ

る森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、間

伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林

地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。

それ以外の場合にあっては、次のいずれかの要件を満たすこと。 

 ①文具類共通の判断の基準を満たすこと。 

 ②クリアホルダーにあっては、上記①の要件を満たすこと、又は、植物を原料とする

プラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが使用されていること。 

【配慮事項】 

○表紙ととじ具を分離し、部品を再使用、再生利用又は分別廃棄できる構造になっ

ていること。 

事務用封筒（紙製） 【判断の基準】 

●古紙パルプ配合率 40％以上であること。また、紙の原料にバージンパルプが使

用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産され

た国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたもの

であること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場

から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージン

パルプには適用しない。 

付箋紙 【判断の基準】 

●主要材料が紙の場合にあっては、紙の原料が古紙パルプ配合率 70％以上であ

ること（粘着部分を除く。）。また、紙の原料にバージンパルプが使用される場合に

あっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域に

おける森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただ

し、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端

材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプに適用しな

い。それ以外の場合にあっては、文具類共通の判断の基準を満たすこと。 

【配慮事項】 

○粘着剤が水又は弱アルカリ水溶液中で、溶解又は細かく分散するものであり、樹

脂ラミネート加工がされていないこと。 
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４ 庁有車等への低公害車導入指針 

 

庁有車等への低公害車導入指針 

 

平成 7年 11月 7日環環発第 716号区長決定 

改正 平成 8年 7月 31日環環発第 310号区長決定 

改正 平成 16年 12月 10日ま保発第 283号部長決定 

改正 平成 21年 6月 25日環保発第 10284号区長決定 

改正 平成 27年 2月 16日 26環保発第 11258号部長決定 

改正 平成 28年 3月 18日 27環環発第 11761号部長決定 

改正 平成 28年 8月 2日 28環対発第 10404号区長決定 

改正 平成 29年 2月 23日 28環対発第 11135号部長決定 

 

（目的） 

第１条 この指針は、庁有車等への低公害車導入に関し、必要な事項を定めることにより、低公害

かつ低燃費な車の普及を計画的に推進することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この指針において「低公害車」とは、次に掲げるものをいう。 

(１) 電気自動車 バッテリーに充電された電気を動力源としてモーターで走行するものをいう。 

(２) 天然ガス自動車 圧縮天然ガスを燃料とするエンジンを用いるものをいう。 

(３) メタノール自動車 メタノールを燃料とするエンジンを用いるものをいう。 

(４) ハイブリット自動車 制動時のエネルギーを電気に換えて蓄電し、発進時に通常のエンジ

ンとモーターを併用するものをいう。 

(５) プラグインハイブリット自動車 外部からバッテリーに充電された電気を動力源とすると

ともに、ガソリンエンンとモーターを併用するものをいう。 

(６) 燃料電池自動車 燃料電池を動力源として、モーターで走行するものをいう。 

(７) 水素自動車 水素を燃料とするエンジンを用いるものをいう。 

２ この指針において「指定低公害車」とは、九都県市低公害車指定制度に基づく指定を受けた低

公害車で、前項各号に掲げるもの以外の低公害車をいう。 

（情報の提供） 

第３条 環境計画課は、低公害車及び指定低公害車に関する情報の収集に努め、必要に応じ各部局

へ提供するものとする。  

（庁有車への導入） 

第４条 部局は、庁有車を購入する場合には、低公害車又は指定低公害車を導入するよう努めるも

のとする。なお、次の場合は、事前に環境計画課に協議するものとする。 

（１） 低公害車（ハイブリッド車を除く）を購入する場合 

（２） 低公害車又は指定低公害車の購入が困難な場合 

（借上げ車への導入） 

第５条 各部局は、事業に使用する車両について年間借上げ（リース）契約する場合には、契約す
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る車を低公害車又は指定低公害車を導入するよう努めるものとする。なお、次の場合は、事前に

環境計画課に協議するものとする。  

（１） 低公害車（ハイブリッド車を除く）を借上げる場合  

（２） 低公害車又は指定低公害車の借上げが困難な場合 

２ 前項の規定については、事業者等への低公害車又は指定低公害車の普及促進の取組みに併せて

推進するものとする。  

（看板文字等） 

第６条 各部局は、導入した低公害車（ハイブリッド車を除く）にその低公害車の種類を表す文字

を入れ、事業者、区民への積極的なＰＲに努めるものとする。  

２ 各部局は、導入した指定低公害車に九都県市指定低公害車証を貼付し、事業者、区民への積極

的なＰＲに努めるものとする。 

 

付則 

この指針は、平成 7年 11月 7日から施行する。 

付則 

この指針は、平成 8年 8月 1日から施行する。 

付則 

この指針は、平成 16 年 4月 1日から施行する。 

付則 

この指針は、平成 21 年 6月 26日から施行する。 

付則 

この指針は、平成 27 年 4月 1日から施行する。 

付則 

この指針は、平成 28 年 8月 2日から施行する。 

付則 

この指針は、平成 29 年 4月 1日から施行する。 
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５ 大田区電力の調達に係る環境配慮方針 

 

大田区電力の調達に係る環境配慮方針 

 

平成25年3月21日 24環保発第11385号区長決定 

改正 平成27年1月9日 26環保発第11059号区長決定 

改正 平成27年2月16日 26環保発第11258号部長決定 

改正 平成28年12月27日 28環対発第10935号部長決定 

改正 平成29年2月23日 28環対発第11135号部長決定 

 

（目的） 

第１条 この方針は、東京都大田区（以下「区」という。）における電力調達契約の競争入札の実

施に際し、環境に配慮した電力の供給を受けるために必要な事項を定める。 

（定義） 

第２条 この方針において電気事業者とは、電気事業法（昭和39年法律第170号）第２条第１項第

３号に規定する小売電気事業者をいう。 

（適用範囲） 

第３条 この方針は、区が行う電力調達契約に係る競争入札（以下「入札」という。）の全てに適

用する。 

（環境配慮項目） 

第４条 この方針における環境配慮項目は、次のとおりとする。 

（１） 二酸化炭素排出係数 

（２） 未利用エネルギーの活用状況 

（３） 再生可能エネルギーの導入状況 

（４） 環境報告書の発行状況 

（環境配慮項目に係る評価点の算定） 

第５条 入札に参加を希望する電気事業者は、前条に定める環境配慮項目を別表に定める「大田区

電力調達環境配慮評価基準」（以下「評価基準」という。）により算定し、その評価点を別記様

式「大田区環境に配慮した電力調達契約環境評価項目報告書」（以下「報告書」という。）に記

載し、区長に提出するものとする。 

（入札参加資格の付与・実施） 

第６条 区長は、報告書の提出を受けた場合において、評価基準により算定した評価点の合計が70 

点以上と認めたときは、報告書を提出した電気事業者に入札参加資格を付与するものとする。 

２ 契約担当者は、各電気事業者の入札参加資格を確認し、その結果を考慮しつつ、入札を実施す

ることとする。 

（評価基準の見直し） 

第７条 区長は、温室効果ガス等の排出の削減に配慮し、及び電気事業者の公正な競争を確保する

ために、社会・経済情勢を踏まえて必要であると認めるときは、評価基準を見直すものとする。 
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（調査等） 

第８条 区長は、この方針による電気事業者に対し、必要な調査を行い、又は資料の提出を求める

ことができる。 

（その他） 

第９条 この方針に定めるもののほか、この方針の施行に関し必要な事項は、環境清掃部長が別に

定める。 

（事務処理） 

第１０条 この方針に係る事務処理は、環境計画課において行う。 

 

付 則 

この方針は、平成25 年４月１日から施行する。 

付 則 

この方針は、決定の日から施行する。 

付 則 

この方針は、平成27 年４月１日から施行する。 

付 則 

この方針は、決定の日から施行する。 

付 則 

この方針は、平成29 年４月１日から施行する。 
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６ 庁有車等の調達に係る環境配慮方針 

 

庁有車等の調達に係る環境配慮方針 

 

令和４年３月 31 日３環計発第 11411 号区長決定 

 

（趣旨） 

第１条 区は、大田区環境アクションプランが掲げる「令和 32（2050）年度までに脱炭素

社会の実現」をめざし、その施策の 1 つとして「移動手段の脱炭素化」を推進することと

した。本方針は、区役所がその率先行動として「庁有車等から排出される温室効果ガスの

削減」に取り組むために必要な庁有車等の調達及び運用における環境配慮に係る基本的な

考え方を定めるものである。 

（定義） 

第２条 この方針において「庁有車等」とは、次に掲げるものをいう。 

 (１) 区が所有する自動車 

 (２) 区が年間借上げ（リース）契約する自動車 

２ この方針において「電動車」とは、次に掲げるものをいう。 

 (１) 燃料電池自動車 

燃料電池から作られた電気を動力源としてモーターで走行するものをいう。 

 (２) 電気自動車 

バッテリーに充電された電気を動力源としてモーターで走行するものをいう。 

 (３) プラグインハイブリッド自動車 

外部からバッテリーを充電することができ、エンジンとモーターの２つの動力を併用

して走行するものをいう。 

 (４) ハイブリッド自動車 

エンジンとモーターの２つの動力を併用して走行するものをいう。 

３ この方針において「指定低公害車」とは、九都県市低公害車指定制度に基づく指定を受

けた自動車で、前項に掲げる「電動車以外」のものをいう。 

４ この方針において乗用自動車（以下「乗用車」という。）とは、乗員定数９人若しくは

10 人名以下かつ車両総重量 3.5ｔ以下の自動車であって、貨物自動車等及び特殊用途自動

車等以外の普通自動車、小型自動車、及び軽自動車をいう。 

（基本方針） 

第３条 庁有車等を調達する場合の基本方針は次に示すとおりである。 

 (１) 乗用車 

    乗用車は、令和 12（2030）年度までに、すべて電動車に切り替える。 

 (２) 乗用車以外の自動車（以下「乗用車以外」という。） 

    乗用車以外は、令和12（2030）年度までに、可能な限り電動車に切り替える。 

２ 前項の方針の達成をめざし、令和５年度以降における庁有車等の調達は、次のとおりの
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取扱いとする。ただし、区長が「特段の理由がある」と判断した場合は、その限りではな

い。 

  (１) 乗用車 

    令和５年度以降に調達する乗用車は、電動車とするものとする。 

 (２) 乗用車以外  

令和５年度以降に調達する乗用車以外は、可能な限り電動車とする。但し、その用途

や自動車の仕様等から電動車の導入が困難な場合は、指定低公害車を導入するものとす

る。 

３ 庁有車等の台数については、特段の理由がない限り、現状を維持又は削減するものとす

る。 

４ 電気自動車またはプラグインハイブリッド自動車を導入する場合は、施設内に充電設備

の設置を検討するものとする。 

（運用方針） 

第４条 区は、「庁有車等から排出される温室効果ガス削減」の取り組みを見える化し、区

民・事業者等の行動変容をけん引するものとする。 

２ 各部局の長は、庁有車等を安全に運行するとともに、利用に伴い発生する環境負荷の低

減に努めるものとする。また、庁有車等の走行距離及び燃料使用量等を環境清掃部長に報

告しなければならない。 

３ 環境清掃部長は、本方針に基づく、取り組みの進捗状況をおおた環境基本計画推進会議

に報告するものとする。 

（その他） 

第５条 本方針を適切に管理、運用するために必要な事項は、別途、環境清掃部長が定める

ものとする。 

２ 本方針の決定に伴い、「庁有車等への低公害車導入指針（平成７年 11 月７日付け環環発

第 716 号区長決定）」は廃止するものとする。 

 

   付則 

この方針は、令和４年４月１日から施行する。 


